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CoSTEP Reportは、科学技術コミュニケーションの今、そして
次について調査し、まとめたレポートです。北海道大学
CoSTEP*の研修科生が CoSTEPスタッフと共に作成しました。 
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アイヌ遺骨問題に関する関係者インタビュー（2） 
インタビューイー： 木村二三夫 氏（平取アイヌ遺骨を考える会 共同代表） 

成田真由美 1、川本思心 2 

 

「研究のため」に発掘・収集され、全国の大学が保管していたアイヌ遺骨が民族共生象徴空間

（ウポポイ）に併設された慰霊施設に集約された。慰霊施設は、遺骨がアイヌの方々に返還される

までの間、尊厳のある慰霊を実現し、適切な管理を行うための施設であるとされている。しかし、返

還されたアイヌ遺骨はごく一部である。研究の名のもとに大量に発掘・収集され、現在も解決して

いないアイヌ遺骨問題は、研究が社会に及ぼした「負の側面」を扱う、科学技術コミュニケーション

の重要なテーマである。 

私は、CoSTEP研修科に所属し、アイヌ遺骨を巡る諸問題に関して関係者へのインタビューを通

じて、過去の研究が現在にもたらした「負の側面」に、それぞれの立場で、どのように向き合ってい

るのか伺うことにした（成田・川本 2020; 2021）。遺骨を持ち去られたアイヌの方々の悲しみと怒りを

受け止めることが必要であると考えた本稿は、アイヌ遺骨問題に関する関係者インタビューの第 2

弾となる（成田・川本 2022a; 2022b）。 

このレポートでは、強制労働、強制移住を受けたアイヌの子孫であり、平取アイヌ遺骨を考える

会の共同代表である木村二三夫氏から、遺骨の返還を求める当事者の声を報告する。まず第 1

章でインタビューおよび公開までの概要を説明した。続く第 2 章では、2020 年 9 月 25 日の本イン

タビューを中心に、今までの木村氏の講演やラジオ等の内容も参考にし、その主張を要約した。

そして第 3 章ではインタビューの詳細を大まかな内容ごとに節に分けて掲載した。最後の第 4 章

では、木村氏の主張の拠り所のひとつともなる資料『一通の嘆願書』についてまとめた。 
 

キーワード： 
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インタビュー・遺骨研究・ 
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2 

CoSTEP Report   No.5 (2) (2022.4) 

1.インタビューおよび公開までの概要

日時：2020 年 9 月 25 日（金）14：00-16：00 

場所：北海道大学 理学部 5-2-11 室 

インタビューイー：木村二三夫 氏（平取アイヌ遺

骨を考える会 共同代表） 

インタビュアー：成田真由美（CoSTEP 研修科）、

川本思心（理学研究院／CoSTEP 准教授） 

木村氏に電話で趣旨説明をして依頼をし

た。インタビュー当日はまず承諾書を木村氏

に説明し、許可を得て録音を開始し、インタビ

ューを行った。最後に承諾書にサインを頂き

インタビューを終了した。 

終了後、文字起こしを行い、それを元に本

報告書を作成した。報告書は木村氏に確認

をしていただき、誤りがないことを確認したうえ

で、合意の上で公開した。 

 

木村二三夫氏プロフィール 

平取町 上
カ ミ

貫
ヌ

気
キ

別
ベ ツ

在住のアイヌ民族。

1949 年生まれ。1916（大正 5）年、新冠御料

牧場 1内にあった 姉去
アネサル

コタン 2から、上貫気

別へ強制移住 3させられたアイヌ民族の子孫。 

平取アイヌ遺骨を考える会 4の共同代表と

して、アイヌ遺骨の返還と謝罪を求めて活動。

また、Kimura Project 代表として、行政への文

書開示請求や意見書の送付と回答請求を行

っている。平取アイヌ協会 5副会長も務める。 

 

補足：上貫気別 

現在は平取町旭と呼ばれる。当時、強制退

去させられた姉去（新冠御料牧場）から上貫

気別は道がなく川の中や野山を歩き、移動は

1日がかりだったとの証言がある。山本（1985）

には「姉去から五十キロメートルも離れた日高

山脈のふもとの無人の山奥であった」と記載

されている。 

アイヌの方々の遺骨が保管されていた北

海道大学アイヌ納骨堂のある札幌市とは約

130km、現在保管されているウポポイに併設

された慰霊施設とは約 110km 離れている。 

 
1 1872（明治 5）年に起業、1884（明治 17）年宮内省

所管となり、1888（明治 21）年「新冠御料牧場」と改

称する。その後、1947（昭和 22）年農林省の所管に変

更され、「新冠種畜牧場」と改称し、宮内庁管轄から

外れる。1990（平成 2）年「農林水産省家畜改良セン

ター新冠牧場」、2001（平成 13）年「独立行政法人家

畜改良センター新冠牧場」となり現在に至る。 

2 コタンとは、村や集落など、人々の住む地域を指す

アイヌ語である。以下、アイヌ語表記と日本語訳は、

「国立アイヌ民族博物館アイヌ語アーカイブ」に従う

（以下、アイヌ語の注釈は同様）

https://ainugo.nam.go.jp/（2020 年 11 月 15 日閲覧） 

3 新冠御料牧場とアイヌ民族の関係については、筆者

作成の巻末「御料牧場強制移住関係一覧」を参照。 

4 任意団体。公式ホームページは特になく、協力者の

個人ブログで活動報告がなされている。Kimura 
Project は同会のプロジェクト。上記の個人ブログで

活動報告がなされている。 

5 公益社団法人北海道アイヌ協会の平取支部

https://www.ainu-assn.or.jp/（2020 年 11 月 15 日閲覧） 
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2.木村氏の主張の概要（詳細は第 3章参照） 

2020 年 9 月 25 日の本インタビューを中心

に、木村氏の講演会 6やラジオ番組 7やその

他の方法での意見表明 8なども参考にして、

「アイヌ遺骨問題」に関わる木村氏の主張を

要約した。 

 

2-1.遺骨収集の違法性（第 3章 5, 10, 11章

参照） 

遺骨本人、その家族、コタンの了承が得ら

れていない発掘と収集は「盗掘」である。 

故に、慰霊施設 9に集約された大学や博物

館が保管していたアイヌ遺骨 10は、全て「盗

掘」である。 

 

2-2.遺骨の返還について（第3章5, 9- 11, 

18, 19, 22章参照） 

盗ったものは返せ、盗られたものは取り返

す。当たり前のことを言っている。 

国が責任を持って、地域のアイヌと自治体

 
6 2019 年 8 月 23 日「「強制移住」と「遺骨盗掘」」。

さっぽろ自由学校「遊」主催『アイヌが描く、アイヌ

モシリの未来―政府によるアイヌ政策を乗り越えて』

第 4 回。さっぽろ自由学校「遊」は市民がつくる市民

のための学びの場を提供する NPO 法人。 

7 アイヌ語によるミニ FM ラジオ『FM ピパウシ 木村

二三夫の言いたい放題』。月 1 回放送。

http://fmpipausi.sakura.ne.jp/menu.html（2021 年 1 月 5 日

閲覧） 

8 法政大学市ヶ谷キャンパスにて 2020 年 1 月 26 日に

開催された公開シンポジウム『アイヌ民族と博物館―

文化人類学からの問いかけ』（主催：日本文化人類学

会、共催：法政大学国際日本学研究所・日本人類学

会・日本考古学協会・北海道アイヌ協会）の質疑応答

時間に、事前に約 20 分の許可を得て客席から意見表

明をした。http://anthropology.jp/board/other/845.html
（2021 年 1 月 5 日閲覧） 

9 インタビュー当時には公開されていなかったが、

2022 年 3 月現在のウポポイホームページには、 慰霊

に相談しながら、全ての遺骨を返還すべき。

最終的には、全ての遺骨を地域に還すように

しなければならない。 

返還ガイドライン 11記載の埋葬、慰霊や儀

礼を行うかどうかもアイヌに任せるべきで、政

府が押し付けることではない。 

 

2-3.謝罪の必要性（第 3章 5, 9, 13, 18, 28, 

33節参照） 

「加害者は誰か、被害者は誰か」を考えれ

ばするべきことは分かるはず。悪いことをした

ら謝るのは当然である。謝罪することがアイヌ

を取り巻く問題を一歩前進させる。国、大学、

その他関係者には、「アイヌ ネノ アン アイ

ヌ（人らしいひと）」であることを望む。 

 

2-4.研究について（第 3 章 5, 17, 18, 29, 

32節参照） 

盗掘された遺骨を使っての研究 12は絶対

施設はアイヌの人々による尊厳ある慰霊を実現するた

めに建設され、過去に発掘・収集され、全国各地の大

学において保管されていたアイヌ民族の遺骨・副葬品

のうち、直ちに返還できないものについてはウポポイ

に集約されている旨の説明がある。https://ainu-
upopoy.jp/facility/cenotaph/（2022 年 3 月 15 日閲覧） 

10 北海道大学のアイヌ納骨堂建設の経緯は、『北海道

大学医学部アイヌ人骨収蔵経緯に関する調査報告書』

（北海道大学 2013）に詳しい。この報告書は、北海道

大学が旧帝国大学時代から行っていたアイヌ民族の遺

骨収集の経緯や研究結果などに関する、北海道大学最

初の総合的な報告書である。 
11 返還希望者は「地域返還後の祭祀供養方法（納骨ま

たは埋葬予定地（慰霊施設、納骨堂、墓地等）及びそ

の確保の状況、火葬予定の有無、祭祀供養（イチャル

パ等）の予定等）」を書面で提出することになってい

る（内閣官房アイヌ総合施策室 2018）。 

12 「慰霊施設においては、アイヌ遺骨等を用いた調

査・研究は行わないものとする。」と明記されている
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に反対。これは、絶対に許されるものではな

い。単に DNA 研究自体に反対なのではなく、

ここに至る歴史的事実をおざなりにしているこ

とと、ことの順序が問題であることを問題視し

ている。返還と謝罪があったうえでの倫理指

針 13であり、研究はそのあとになる。 

学者にはブレーキが必要である。学者の暴

走を止める責任は国にある。倫理指針で止め

きれないときは、法的な手段も必要になるの

かもしれないと考えている。 

 

2-5.尊厳について（第 3章 9, 13, 39節参照） 

自由と民主主義が遺骨の人権を守る。先

人たちの遺骨の人権、尊厳を守ることは、同

胞の人権、尊厳を守ることに繋がる。遺骨は

故郷の土地に還ることを望んでいる。その望

みを叶えることが現代に生きるアイヌの尊厳を

守ることになる。こういった人権、尊厳を取り

戻して初めてアイヌは、非アイヌの日本人と肩

を並べていけるようになると思っている。 

 

2-6.差別について（第 3章 2, 6, 12, 14, 15, 

20, 23節参照） 

過去も現在も、根底には「差別」がある。 

強制移住、遺骨の盗掘とその遺骨を使っ

た DNA 研究、学校でのいじめ、家庭内でも

差別はある。「過去に差別はあったが、現在

には差別はない」とする発言こそも差別である。 

「アイヌ」の 3 文字持ち出されても、自分達

にとって何のメリットもないという者もいる。この

ままでは、後を継ぐ者がいなくなる恐れもある。

現在は、遺骨問題を含め、「アイヌ」に興味の

ない者も多く、サイレント・アイヌ 14を生んでし

まう社会環境なのかもしれない。 

 

2-7.将来の展望（第 3章 12, 13, 29, 39節

参照） 

差別や偏見のない社会、アイヌであること

を誇れるような社会になることを望んでいる。 

過去に行われたこと、歴史的事実を周知徹

底することを求める。過去に目をつむる者に

未来はない。次世代を担う若者への教育が

重要である。日本政府には、そのためのフォ

ローやサポートを望む。 

未だにアイヌ民族は、生活保護率が高く、

進学率も低い。全てを奪われ、強制同化させ

られた歴史から、アイヌは競争力が弱く、未だ

にスタートラインに差がある。学歴を付けさせ

ることが、埋まらないスタートラインの差を解消

させると思っている。教育と経済力が自信に

つながる。強いアイヌ（人間）を育てたい。 
 

 
（内閣官房アイヌ総合施策室 2018）。 

13 北海道アイヌ協会、日本人類学会、日本考古学協会

が設けた『これからのアイヌ人骨・副葬品に係る調査

研究の在り方に関するラウンドテーブル』（2017）と

「研究倫理検討委員会」準備委員会を設置し 11 回の

協議を行ったうえで策定した『アイヌ民族に関する研

究倫理指針（案）』（2019）などを指す。公益社団法

人北海道アイヌ協会が、2019 年 12 月 16 日から 2020
年 1 月 31 日（金）までパブリックコメントを募集し

ていた。 

14 サイレント・アイヌとは「アイヌであることを公表

できないアイヌ」のこと（石原 2018）。 
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3.インタビューの詳細

成田より調査の目的等の説明、録音、撮影

の許可を得る。尚、本章は個人情報保護の観

点や誤読を防ぐための修正や可読性を上げる

ためのリライトを行っている。 

 

3-1.CoSTEP研修科でアイヌ遺骨問題を扱
う意義 

川本：北大で科学技術コミュニケーションをや

ってくうえで、絶対に避けて通れないのは、

やっぱりアイヌの遺骨問題。研究の名の下

で過去に行われたことがあった。北大だけじ

ゃなくて色んな大学がやってましたけども、

そういう大学で科学技術コミュニケーションっ

ていうときに、やっぱりこれを無視してやるっ

ていうのは、ちょっとおかしいことだなと思っ

ていて。私個人的に、遺骨返還担当の先生

と話したりとか、イチャルパ取材したりして、

裁判 15の様子を見ながら、色々温めてきたと

ころなんです。で、そういうことやって、2,3 年

ぐらいしたときに、ちょうど成田さんという、こ

の問題に関心が強い受講生が来てくれて、

これはいい機会だなってことで 2018 年に平

取に行って取材 16したりとか、先生方にも話

を聞いたりして 1 年間学びました。CoSTEP

のプログラムが 1 年間なんですけども、それ

が終わった時に、成田さんの個人的なプロ

ジェクトとして引き続き一緒に活動して行きま

しょうということで、去年と今年とやっていると

 
15 北海道大学は、遺骨の返還を求める個人、団体から遺

骨返還請求訴訟を起こされていた。 

16 CoSTEP 本科 14 期ライティング・編集班は平取町二風

谷で取材合宿を行い、アイヌ民族と科学技術や調査研

究、北海道大学との関係を成果物「アイヌを識る」（全

いう形になります。 

その、平取という地の持つ、意味だったりと

か、そういうものもあんまりよく知らなかったと

いうことが、自分の過去を振り返ってあって。

とにかくよく知っていきたいなってことがあり

ます。 

木村：ものをしらないことには困る。みんなに周

知してもらわんとな。 

成田：それで、今日のインタビューから原稿を

作り、それを公開します。 

今日の進め方なんですけど、前にもらっ

た『一通の嘆願書』 17とか、ラジオの『言い

たい放題』の原稿…、これは、どなたが管

理運営されてるの分からないんですけど、

個人ブログに載ってる木村さんのテキスト

から遺骨関係のものをピックアップしてまと

めたんです。 

木村：ずいぶん言ってるからな、『言いたい放

題』で。ほぼ遺骨だから。 

成田：ただ内容が物凄く多岐にわたっているの

で、遺骨に関係するところだけ抜いたんで

すよ。私がまとめたものに、ちょっと目を通

してもらっていいですか。 

これを、補強していくというか、もっと掘り

下げていくっていうような形でインタビュー

を進めさせてもらうっていうのは、どうかなと。 

木村：ああ、いいんでない。おれも思い出しな

6 記事）として、WEB ページ『いいね！Hokudai』で発

表した（北海道大学 CoSTEP 2019）。 

17 筆者が参加した 2019 年 8 月 23 日木村氏の講座『「強

制移住」と「遺骨盗掘」』で配布された資料の一部を、

便宜上『一通の嘆願書』と呼ぶ。第 4 章に詳細を記す。 
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がら話しすることができる。けっこう忘れて

るからな。 

成田：言いたい放題だから、ね。 

木村、いやぁ、過激なもんだからね。やっぱり、

文句言ってくるやつもいるんだな（笑）。 

成田：ほんとに？…確かに過激ではありますけ

どね（笑）。 

 

― 郵便物の開封を木村氏から川本に依頼 

― 

木村宛に送られてきた郵便物から『ウレシ

パ・チャランケ』189/20 号を、資料としてご提供

いただいた。 

 

3-2.遺骨問題に向き合うきっかけ 

成田：プロフィール的なことを、先に確認させて

もらっていいですか？ 

肩書は「平取アイヌ遺骨を考える会」の

代表？ 

 
18 「先住民族とともに人権・強制・未来を考える会」発

木村：共同代表。 

成田：はい。で、木村さんは、貫別生まれ、貫

気別育ちですね？ 

木村：そうです。 

成田：はい。それで、貫気別にいらっしゃるアイ

ヌの方っていうのは、姉去から…。 

木村：あ、ややや。貫気別にいらっしゃるアイヌ

の方じゃないよ。おれの父親は姉去から強

制移住で来てるんだ。 

成田：え？お父さんが？ 

木村：うん。祖母と一緒にふたり、3 人かな、子

どもふたりいたんだから。3 人で貫気別に

来たんだ。 

成田：そっかそっか、貫気別に強制移住です

ね。 

それと、全員が全員、強制移住で貫気

別に、姉去からきたってわけでもないんで

すか？ 

木村：全員が全員とは？ 

成田：今、貫気別にいらっしゃるアイヌの方 

木村：あーいやぜんぜん、そりゃ違う。それは、

『一通の嘆願書』見りゃわかるけども。最初

は、5、6 戸…そこに書いてあんな。 

その『一通の嘆願書』の中にいる、元田
も と だ

國秋
く に あ き

っていうのが、多分俺の先祖だと思う

んだな。このルーツを辿ってみても、辿り切

れなかったからさ。元田國秋っちゅうのは、

元田ハルタロウの父親だと思うんだよな。こ

のハルタロウっちゅうのが、俺のおやじの

父親で。 

行の小冊子。会の所在地は山梨県。 
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…あの土地に行ってみると、ホント、はら

わた煮えくりかえってくる。現場行くとさ。 

成田：姉去？ 

木村：うん。だから、その情報をきちっと知りたく

てね。静内の新冠牧場に色んな書類があ

るわけだからさ。その『一通の嘆願書』の原

本があるわけだから。最初、誰が言っても

見せてくんないわけよ。ま、俺が電話したら、

直接来いってね。おれは、強制移住、強

制労働させられた子孫だぞって。当然見る

権利あるだろって。あんたたちも、それ教

える義務あんだろって言って。だから、初

めて公開することにしたようだね。 

おれが遺骨問題に取り掛かったのは、こ

の強制移住の問題からだよね。2000…、あ、

しゃべっていいの？ 

成田：あ、はい。 

木村：2015 年ね、この…浦河行った帰りに、何

の気なしに、何の意味もないんだけど、帰

りのコースを変えたんだ。ほして、新冠の

姉去の地に来て。ま、車止めてションベン

しようと思って（笑）。ま、そこに偶然アイヌ

の旧土人学校跡地の碑 19が立ってたっけ

さ。ま、びっくりしたっていうか、偶然だった

わけさ。 

それは、いたるところで書いたり、言った

りしてるんだけども。やっぱり、先人たちの

アレかなって思いながら。こう、カンナカム

イってさ、アイヌ語で雷っちゅうんだけど。

雷にでも打たれたような衝撃だったよな、

 
19 1896 年に古川アシンノカルによって姉去教育所が開

設。翌年閉鎖されるが 1903 年に姉去土人学校として再

開。1916 年に強制移住に伴い上貫気別へ移転。

https://www.niikappu.jp/kurashi/kyoiku/bunka-

あの碑を見てさ。それから始まったのさ。そ

れから、強制移住地のシンヌラッパ 20を協

会でやるように提言して、それからずっとや

ってきて。で、16年に「平取アイヌ遺骨を考

える会」を立ち上げて。それから怒りが噴き

出してきたわけよ。 

成田：はい。そのシンヌラッパを初めてされたの

が 2015 年？ 

木村：いや、2016 年だな、正確には。 

成田：2016 年から、平取アイヌ遺骨を考える会

で？ 

木村：いや、これは平取アイヌ協会で。 

成田：シンヌラッパは姉去でやったんですか？

貫気別？ 

木村：強制移住地。上貫気別。 

成田：上貫気別ですね。はい。 

木村：ま、一回見に来い！ 

成田：やー、ホントに行かなきゃいけないなとは。 

木村：現場見ないで、俺の話聞いたってね。実

感が湧かない。 

川本：はい。ホントに。伺いたかった。伺う気

満々でいました。 

木村：うちに来てもらって、そして見て。で、おら

いんとこで、これやればよかったよな。幸い、

札幌来たからついでだからってな。 

成田：ね。今日の夜にご用事あるってことで。じ

ゃぁ、今日ってなったんですけど。これは、

sports/kyoud/rekisi/eco_muse.html#ainu （2022 年 4 月 4 日

閲覧） 
20 シンヌラッパとは、先祖供養のこと。沙流方言。 
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ホントに何とか行きたいなと。 

川本：そうですね。 

木村：強制労働、強制移住させられた場所に

行ってみるべ、一回、みんなで。 

成田：ありがとうございます。是非。 

で、2016 年にシンヌラッパをやり、平取

アイヌ遺骨を考える会も立ち上げる、と。で、

そこから本格的に、遺骨に関する活動をし

ていくということで、よろしいですか？ 

 

3-3.アイヌ語で挨拶 

木村：まず、あれだな。最初に、ま、ちょっと遅

れたけども、アイヌ語で自己紹介っちゅうか、

やってみようか？いいんじゃない？ 

成田：お！是非。是非。 

木村：ニｼパウタﾗ カッケマッウタラ イランカラ

ﾌﾟテー アイヌモシﾘ ビラトッタ シシﾘムカ 

ペンケタアン ニオイホンソン セコﾛ アイ

エ コタンタ アンペ クネワ ニ エトュイタ 

ネﾌﾟキネクキ キムラフミオ セコﾛ クレヘ

アン 

紳士淑女のおふたりさん、こんにちは。

私は北海道は沙流川の上流、荷負本村と

いうところで生まれ育ち、造林造材業で生

計を立てている木村二三夫と申します。 

と、いうことですよ。そして？ 

 

3-4.木村氏が主張してきた場など  

成田：そして。木村さんの『言いたい放題』の草

稿とか、今年の 1 月に、アイヌ民族と博物

館というテーマの、法政大学での公開シン

ポジウム 8 でお話しされた原稿もネットでみ

つけたので、そこから遺骨問題に関する部

分を抜き出してまとめた資料（以下、事前

共有資料とする）をお渡ししましたが…。 

木村：あのまんまだ。あれに全てが入っている。 

成田：公開シンポジウムで、お話しされたのっ

て、質疑応答の場面で、ですか？ 

木村：そうだな。壇上には上がれないけれども、

発言ということで会場からお話ししてもらう

ってことで、20 何分時間もらって。 

成田：結構たっぷりな原稿ですもんね。 

木村：四学会のシンポジウムだな。人類学会、

文化人類学会、考古学会、アイヌ協会の

シンポジウムだったよな。 

 

3-5.返還と謝罪、研究について① 

成田：はい。そこでお話しされたことから、返還

すること、あと謝罪、それから研究について、

と、このみっつに大きく分けたんです。で、

まず、返還が第 1 と考えていいですか？ 

木村：そうだな。返還と謝罪、どっちかっていっ

たら、そうだな…。どっちでもいいんだけど

も、まず返還することだ。ほしてこれね、言

っとかんとならんのがね。このアイヌモシﾘ、

これ違法に略奪されたよな。この事実はは

っきりしとるわけだから。歴史的事実だから

ね。そして、この人間としての根幹にある、

この遺骨を収奪。違法に盗掘、持ち去って

くれたよね。持ち去りやがったなと言いた

いところだけど。 

やっぱり、このことに対してね、まず学者

は無論のことだけど、日本国民全体が、こ

の事実は、やっぱり加害者が誰であるか、
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被害者が誰であるかを認識するべきだと思

う。これは一番最初にやらん、大事なことだ

から。それから、謝罪そしてなにがしかの

誠意を見せるべきだな。そう思うね。 

成田：謝罪というのは誰が？ 

木村：日本政府だね。本来ならね。これ旧帝国

大学時代に、日本政府のバックで学者た

ちが多額の研究費をもらって研究してきて

るんだから。これは、世界どこを取ってみた

って、被害者はアイヌだから。盗ったものを

元に戻すために、誰がエネルギーを使うか

ってことだよ。今、アイヌが一生懸命裁判だ

とか、いろんなことして活動してるけども、こ

んな馬鹿な話ってあるわけないよ。泥棒が

ふんぞり返ってるわけだからね。そんな世

界であって良いのかって。おれはこの大学

側には言いたいよね。こういった教育の後

方にいるわけだからね。若い子どもたちに

もね、しっかりと教育してもらいたい。周知

してもらいたいと。 

ほんっとに馬鹿げてるよな。本当に。人

骨にだって人権があるわけだから。これを

考えただけで、研究の是非を問えるわけな

いから。おれたちアイヌだって、そこに踏み

込めないわけだから。ね？それなのに研

究倫理指針？倫理指針の前にまず返す

べきだって、そして謝罪するべきだって、

色んな人に言ってるんだ。それから、アイヌ

 
21 先祖に対する考え方として「先祖の供養は、家の中や

その周囲で行なうので、墓参りという習慣はありません

でした」と記載がある（北海道立アイヌ民族文化研究セ

ンター 1999, 17）。ただし「アイヌの信仰には、決まっ

た教義や教典があるわけではありません。儀式の作法や

カムイに対する意識などには、多くの地域で共通してみ

られる決まりごとや考え方がある一方で、地域ごとに、

あるいは人によって異なる点もあります」（同,7）とも

と膝を突き合わせて倫理指針成るものを立

ち上げるべきじゃないかって。 

おれ自身だって研究には関心あるわけ

だから。おれはいつでも提供するつもりで

いるし。その代わり 1,000万ぐらい貰わない

とな（笑）。ま、それは冗談として。でも、本

当に、そういうつもりでいる。ただ、何回も

繰り返すけれども、遺骨には人権があるわ

けだから。ほとんどの、今まで研究してきた

ものは、人骨の承諾を得ないでやってるわ

けだから。こんな馬鹿な話ない。日本人の

遺骨にこんなことしみな。大騒ぎになるから、

日本中。日本人は、お 家
い え

と土地に執着す

る人種、民族であるしな。アイヌは土地にも、

何にも執着しない、優しい民族だから。 

埋葬後は墓地にふたたび行かないっち

ゅうのが、アイヌの精神文化 21だから。そこ

を狙われて遺骨も盗掘されてきたけどね。

そういった文化に付け込んできてるわけだ

から、小金井良精 22なんていうのは最悪だ

よ。児玉作左衛門 23は、そうとうの個数集

めたけどね、まだ人間的に許せるとこある

けど。小金井良精だら本当に酷い奴だなと

思いながら。そのつながりが東大の教授ら

につながってる。大学にある遺骨を何故返

さなきゃならないんだって、声高々に言う

わけだから。本当に終わってるぞ！こんな

もんらがね、教育の場にいるわけだからね。 

書かれており注意が必要である。 

22 小金井良精（1859-1944）。東京大学教授として、

1888 年と 1889 年に北海道でアイヌ墓地を発掘し遺骨と

副葬品を収集した。 

23  児玉作左衛門（1895-1970）。北海道大学教授とし

て、1933 年頃から北海道、樺太、千島でアイヌ墓地を

発掘し遺骨と副葬品を収集した。 
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イギリスの大学アンケート調査 24によると

ね。東大は世界の 36 位だよね。京大は 45

位。中国の若者たちは東大を滑り止めの

ひとつとして受けるわけだから。やっぱり、

これらを改善しなかったらね、東大京大の

未来はない。大学の未来はない。北大も

一緒だよ。まずやることやらんかったら駄目

だ。人としてやることやらんかったら駄目。

恥ずかしいよ本当に。ま、あんたらだって

学内にいるひとりの人としてね、やっぱりね。

声を高くしてね、やっぱりこの問題は、世に

アピールしてもらいたいなと。 

 

3-6.アイヌ民族に対する差別発言 

木村：わが身に置き換えてみな。こんなの一番

分かることだよ。自分自身の身内の骨、研

究 OK かっていったら、絶対ヤダって言う

んだから、日本人は。なぜ、アイヌの骨が

良いんだって。アイヌは人間じゃないのか

って。さかんに政府の連中はさ、国民にみ

な平等だなんて、ふざけた話いってるけど

 
24 イギリスの教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケ

ーション（THE）が 2020 年 9 月に発表した、世界の大

学を研究の影響力や国際性などの基準で順位付けした

「世界大学ランキング」の最新版（2021 年版）のこ

と。ただし、京都大学は 45 位ではなく 54 位。

https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings/2021/world-
ranking#!/page/0/length/100/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/
stats（2021 年 1 月 5 日閲覧） 

25 中曽根康弘（1918-2019）。第 71 代内閣総理大臣在任

中の 1986 年、アメリカの黒人、ヒスパニックへの差別

的発言（知的水準が低いと断定）の釈明会見で「日本は

単一民族」と発言。北海道ウタリ協会（当時）から大き

な反発があった。 

26 麻生太郎（1940-）。2020 年 1 月 13 日、副総理兼財務

相として「（日本は）2 千年の長きにわたって一つの民

族が続いている」などと発言したこと。翌日、「誤解が

生じているのならおわびのうえ訂正する」と陳謝した。 

27 萩生田光一（1963-）。文部科学副大臣であった 2020

ね、違うよね。・・・平等じゃないって。古く

は中曽根 25から始まって、麻生副大臣 26、

最近の文部科学大臣 27…なんだっけ？ 

川本：萩生田さん 

木村：あの発言なんてさ、最悪だよな。…本当

に、差別はないないなんて言ってるけど。

差別がまかり通ってるわけだから、あいつ

らの発言ひとつ、とってもね。あんなことう

訳だもの、日本会議 28の連中やヘイトやる

連中はね。大っぴらにヘイトスピーチを繰

り返すよね。国のお墨付きをもらってるよう

なもんだもん。責任おっきいど、あの連中

の。あんなもんらが日本の、国会の、国の

中枢にいるわけだからさ。最悪だよな、本

当にもう。 

 

3-7.繰り返される強制移住 

木村：…それで、強制移住の話に戻るんだけど

ね。これ、あの、全道で 21 か所以上 29にも

上る強制移住地があるわけよ。あったわけ

年 7 月 10 日の閣議後会見で、アイヌの歴史について

「かつて原住民と新しく開拓される皆さんの間で、様々

な価値観の違いがきっとあったと思う。それを差別とい

う言葉でひとくくりにすることが、後世にアイヌ文化を

伝承するためにいいかどうかは、ちょっと私は考えると

ころがある」と語っていた。翌 12 日のウポポイ記念式

典後の記者会見で「我が国が近代化される過程におい

て、アイヌの皆様が差別され、貧窮を余儀なくされたと

いう歴史的事実を厳粛に受け止めなければならないと認

識しております」と釈明した。しかし、アイヌ民族 2 団

体から文部科学省に抗議の申し入れがなされた。文部科

学省からの正式な回答などは公開されていない。 

28 日本会議とは、「美しい日本の再建と誇りある国造り

のために」政策提言と国民運動を推進する民間団体。

http://www.nipponkaigi.org/ （2021 年 1 月 10 日閲覧） 
29 アイヌ民族に対するおもな強制移住（1870-1900）は

20 箇所。しかし、1916（大正 5）年の上貫気別への強制

移住は入っていない（アイヌ政策検討市民会議 
2018）。 
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よ。その中には、姉去の強制移住地だよな。

それは、天皇の名のもとで強制労働、強制

移住させられてるわけだから。天皇の名の

元だよ、繰り返すけどもね。一番最悪の強

制移住だったんでないかな、姉去がね。 

本当に、行って見りゃわかるけどね。狩

猟民族にとってはね、あの場所は海が近

い山が近い川が近い。本当に最高の環境

だったよな。本当に楽園のようなとこだった

よ。そこへ、まぁ、日本人が土足で踏み込

んできてね。我が物顔であれするわけだか

らさ。 

本当に、考えたらね。本当に…。最初の

頃は、考えただけで涙が出てきたよ。最近

は慣れてきたからね、怒りの方が強くなっ

て、涙でなくなったけどね。 

 

3-8.蝦夷狼の絶滅について 

木村：ほいでこの、犠牲になったのはね。天皇

の名のもとに、地球温暖化の原因のひとつ

でもある、ホﾛケウカムイ、蝦夷狼 30を、この

牧場づくりのために犠牲にしたよね。当時

ね、大雪も重なってね。シカがほとんどい

なくなったんだよ。当時 2,000頭からいたホ

ﾛケウカムイ、当然狙うは、この牧場の馬だ

っちゅうことになるさ。 

相当、馬もやられたんじゃない。それを

 
30 ホﾛケウカムイとは、狼（蝦夷狼）の神様という意

味。19 世紀後半に絶滅。 

31 エドウィン・ダン（1848-1931）がストリキニーネを

使って蝦夷狼を薬殺した記録は、北海道庁にもエドウィ

ン・ダン記念館のホームページにも記載はない。なお記

念館には狼が馬を襲っている絵が展示されている。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sum/senjin/edwin_dun/inde
x.htm 

http://www.city.sapporo.jp/minami/doboku/edwindun.html 

牧場は色々工夫してね、ろくな工夫じゃな

いけど。何とかしなきゃならんてことで、アメ

リカから…牧場づくりの指導者、誰だっけ

かな？…、どっかにかいてなかったっけか

な。あ、そっか、『一通の嘆願書』に…。『一

通の嘆願書』でなくって、その『ウレシパチ

ャランケ』か。 

エドウィン・ダン 31ってやつが、アメリカか

ら、毒薬ストリキニーネを取り寄せて、ホﾛケ

ウカムイたちを駆除するんだけども。その

毒薬で駆除したのは 20 頭前後だと思うん

だけど。その他はね、懸賞金をかけてね、

殺害したよな。抹殺したっていうか、駆除し

たっていうか。2,000 頭からいたやつを、そ

の懸賞金 32で全滅させた。最初は 2 円。2

円ったら、大体米一俵だから、その当時で。

そいで、次は 7 円。そいで、10 円にしたか

な。そらー、みんな張り切ってやるさな。当

時の物のない時代だものね。それで、

2,000 頭から全滅させてしまうんだよな。生

態系の頂点にいる蝦夷狼。それを、天皇

の名のもとで絶滅させて、生態系を崩して

しまうわけだから。その影響は大きいよ。今、

鹿が何十万頭と増えてさ。その中にもある

けど、毒薬によって、他の生物を多く殺し

てるよね。天皇の名のもとでやった、この行

為は、やっぱり大変なものだなと。これが

（2021 年 1 月 10 日閲覧） 

32 田辺（2008, 125-126）によれば「明治 10 年 熊狼 1 頭

に対し 2 円、明治 11 年熊 5 円、狼 7 円」とあるが懸賞

金 10 円の記載はない。駆除頭数については「狼殺獲郡

部別より、明治 10 年度 1 頭、11 年度 39 頭、12 年度 57
頭、13 年度 61 頭と報告あり」（同, 137）、「明治 13
年、効果は十分でないとし、毒殺を試みるので至急毒薬

（ストリキニーネ）を購入して送るよう東京出張所へ依

頼した」（同, 152）と記載されている。 
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今になってるわけだから。 

成田：聞いていいですか？天皇の名のもとにっ

て、何回か仰ってたんですけど。それは、

何か特別な意味がありますか？実は、私

の感覚としては、天皇がなんか言ってん

の？って言う程度にしか思えないんです。 

木村：あのね、御料牧場って。天皇の牧場を作

るための… 

成田：そうそう、姉去から強制移住させたのって、

それですよね。 

木村：だから、天皇家が実際に関わったかは分

かんないけども、国民たちがやってることだ

から。実際に来てあそこで寝泊まりして。 

成田：那須の御用邸とか、色々あるのは知って

ます。だから、天皇絶対な人たちが、姉去

の御料牧場でも、なんかやったんだなとは

思うんですけど。ただ、天皇の名のもとであ

ろうとなかろうと、狼を絶滅させてしまったっ

ていうのは、駄目な行為ですよね。だから、

そこに天皇が係るのが、何か意味があるの

かなって思ったんです。 

木村：理解できんのか？俺の言ってること。 

成田：別に天皇名のもとでなくても、蝦夷狼を

絶滅させたのは、駄目ですよね？ 

木村：そうだ。そんなことは、あっちゃなんない

んだ。 

成田：そうですよね。明治政府がやかした駄目

なことの、いっぱいあるうちのひとつですよ

ね。 

木村：んだ。 

 
33 シャモとは、非アイヌの日本人（和人）のこと。軽蔑

成田：駄目なものはだめで。だからそこに、わざ

わざ天皇ってのが…。いや、私がピンとこ

ないんですよね。 

木村：ま、当時のアイヌだって、天皇は恐れ多

い人だって刷り込まれているはずだから。

シャモ 33の多く出入りするところにはね。そ

こで、天皇の名のもとだって、頭からやられ

ると、従わざるを得ない場面もあったと思う

んだよな。だから、天皇の名のもと、この言

葉の意味の大きさだよな。 

成田：当時、やっぱり明治政府も天皇絶対なは

ずだったんで、その刷り込みがあったうえ

に、全部の政策がなされたってことですね。

なるほど、了解です。 

 

3-9.遺骨の人権とは 

成田：そして、この事前資料で質問したいんで

すけどね。遺骨の返還が今を生きるアイヌ

の人権を守ることに繋がるという部分、ここ

を、もうちょっと詳しく教えて欲しいんです。 

木村：詳しくっちゅうよりもさ。先人たちの遺骨、

人権、尊厳を守るってことは、俺たち同胞

の人権、尊厳を守る。そして、俺たち同胞

の遺骨は、今だかって故郷に還ってない

わけだから。これね、今を生きる俺たちの

人権、尊厳でもあるわけだから。こんなもの、

当たり前の話なんだ。だから、こういった人

権、尊厳を取り戻して初めて、俺は日本人

と肩を並べていけるんじゃないかなってっ

ちゅう。まぁ、そこまで深く考えてないアイヌ

ばかりだけどもね。俺は、基本的にそこだ

する時などによく使われるらしい。 
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なと思ってる。遺骨の問題に国が謝罪…、

補償まではいかなくても謝罪することによ

って、アイヌの問題は一歩前進するかなと

思いながらね。…俺、余計に力はいるな。 

成田：遺骨の人権っていうのは…。そもそも、生

きてる人の人権っていうのも、上手く言葉

にできないんですが。例えば、遺骨の人権

っていったときにね。生きてる人のようには、

しゃべれないわけですよね？ 

木村：しゃべれないから、人権ってのは大事に

なってくる。 

成田：で、人権ってなんだろなって？ 

木村：書いて時の如く、人としての権利だよ。 

成田：人としての権利って、何だと思います？ 

木村：そこまでは…、俺、学者じゃないからな 

人としての権利か？今、流行の、自由、

民主主義だよな。 

成田：自由、自由。ここ大事ですよね。住むとこ

ろの自由とか、考える、しゃべる…。憲法に

保障されているものが、当然、昔生きてい

た方々にも保障されてしかるべし、というこ

とですね。 

木村：だって、アイヌも日本人として認めるべき、

認めるんであれば、自由、それから民主主

義があって当たり前のことだよな。アイヌは

動物以下の人種だっていうんだら、自由も

民主主義もないんだろうけども。 

去年、アイヌ新法 34が成立したな。枝の

ない、権利も何も認めない新法が立ったけ

どもね。今後、新法にどれぐらい枝を付け

 
34 正式名称は「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を

実現するための施策の推進に関する法律」（平成三十一

て行くか。俺のこういったわめきも必要にな

ってくるのかなと。 

成田：色んな人の意見があってしかるべしなの

ですが、100 人の言うこと全部実行できな

いので、どこかで取捨択一とかしていかな

きゃいけないと思うんです。でも、言う自由

だけは確保しなきゃいけない。だから、「聞

く」と「言う」をそれぞれがやって行かなきゃ

いけないなと、思うんですよ。 

 

3-10.盗られたものは取り返す 

木村：人それぞれの意見って、今言ったけれど

も、この遺骨の問題に関してね。盗ったも

のは返せ、盗られたものは取り返す。こん

なもの、それぞれの意見なんて関係ないん

じゃないの？当たり前のことだよね。俺たち

子供の頃からね、親からね。貧乏して育っ

たけども、人のものを盗っちゃ駄目だと。盗

ったら返して、謝罪しろって、親にキツク言

われてきた。貧乏の中でもね、人としての

あるべき姿を教育されてきた。うちの親たち

も学校も行ってないし、読み書きもできな

い人間だけどもね。人としてそういう教育を

受けてきたよ。俺も、子ども達にそういう背

中を見せてきたよね。当たり前のことだよ

ね？盗ったものは返す。謝罪する・だから、

このことについて、多数の意見なんてあり

得ないと思ってるから、俺は。 

成田：あ、えっとごめんなさい。私はいま、遺骨

の返還に関して、色んな意見があるって言

ったわけではないです。わけではないんで

年法律第十六号）（日本国 2019） 
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すが、なぜ返還が進まないって、木村さん

は思います？ 

木村：えーと…。 

川本：それは、本当は木村さんに伺うことじゃな

くて、我々が考えなきゃいけない。 

木村：あー、そうだな。俺がさっき言ったように、

加害者は誰か、被害者は誰であるかって

いう。これを考えりゃ、なんも難しいことじゃ

ないんだよな。 

成田：木村さんじゃないんですけど、その返還

するってことに関して、北大だけじゃなく、

全ての大学がその土地に行って、埋葬地

を用意して、そこに埋め戻してくるべきだっ

て、誰かが言ってたような気がするんです

けど・・・。 

木村：あのね、さっきも言ったように、加害者は

誰であるか被害者は誰であるかっちゅうこ

とを考えたらね、やるべきことはひとつよ。

国が掘り起こした地域に還す。いまあの、

返還のガイドライン 35が出来てるけどね。

足かせの付いた、ふざけたガイドラインだ

よね。 

成田：足かせ？ 

 

3-11.返還ガイドラインについて 

木村：祭祀承継者でなきゃ駄目だとか色んな

ね。あと、きちっと埋葬、慰霊、儀礼ができ

るかどうかってこともガイドラインに入ってる

よね。そんなの盗人に言われる筋合いは

 
35 『大学の保管するアイヌ遺骨等の出土地域への返還手

続に関するガイドライン』（内閣官房アイヌ総合政策室 

2018）を指す。 

ないっちゅうこと。だからね、国が責任を持

って、掘り起こした地域は分かってるわけ

だから、そこへ国が責任を持って地域のア

イヌ、自治体に相談しながら、還すべきだ

と思う。 

あー、ガイドライン見てると腹立ってくる。

なんだこいつら、盗人猛々しいと、俺よく言

うんだけどね。馬鹿げた話だよね。 

川本：いわゆる盗人が決めたガイドラインだか

らこそ、返還が進んでいないという？ 

木村：そういうこともあるよね。そして、今後にま

た、研究をしたいっていう思惑も入ってるん

だよ。 

川本：一部の研究者は、そういう完全に手放さ

ないような言い方を、ちょこちょことしてるっ

て言うのは、見て取れるっていうか、明らか

に。 

木村：だから、白老のウポポイに集約した件に

関してもね。まぁ、最初は閣議決定 36で研

究はしないさせないって言ってたけども、ま、

抜け道はちゃんと作ってあったよね。 

成田：抜け道？ 

木村：ま、慰霊施設ではしないさせないって言

ってたけども、持ち出してしない・させない

とは言ってない。最近、内閣官房に電話し

てね、「アンタら、まだ遺骨の研究をさせる

つもりか」と聞いたら「その件に関しては、

否定はしません」って、はっきり言ったど。 

だからね、政府がこういう考えだから、盗

人がこういう考えでいるわけだから、これど

36 調査・研究の禁止範囲が「慰霊施設においては」（内

閣官房アイヌ総合政策室 2018）とされていることにつ

いて非難がある。 
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ういう風にして止めたらいいかなと思ってね。

最後は政治家に委ねるしかないのかなっ

て思いながらね。なんも、末端で声出して

も、そこまで行けないなと思いながら。俺た

ちの声が長を振り向かせて、地域返還と言

うガイドラインができたけどもね。この程度

だよね、せいぜい。 

日本政府っちゅうのは狡猾で…。詭弁ご

まかしの上手い政府って云うか、日本人っ

ていうか。日本政府だけじゃない、どこもそ

うだけどもさ。不都合には蓋をしたがる。犠

牲になった者たちを顧みようとしない、ふざ

けた話よな。 

 

3-12.過去に目を閉じるものに未来はない 

木村：俺は、どこに行ってもこの言葉は言うんだ

けども。「過去に目を閉じるものに未来はな

い」。固執しすぎるのも問題かも分らんけど

もね。「過去に目を閉じるものに未来はな

い」、俺はそう思ってる。良い人間、日本人

を育てるためにもね、やっぱりそうしなくち

ゃなんないなと。きちっと政府が対応してく

れればさ、差別も偏見もなくなるだろうし。

でも、それは無理かな、なくなるとは言えな

いけどさ。日本人は、差別の好きな人種で

もあるわけだからさ、優越感に浸りたいとい

う人種とでもいうか。これは世界的にも言え

るわけだけど、何か弱いものを置いておか

ないと、自分達の立ち位置が危ぶまれるっ

ちゅう、そういったものがあるんだろうけども

ね。程度の低いのに限って、そういうのを

 
37 北海道も「生活のいろいろな面で、未だ一般の人たち

との間に格差のあることが明らかになっています」とし

ている（北海道アイヌ施策推進局アイヌ施策課 

欲しがるわけだから。自分以下のものを欲

しがるわけだから。一流の人間は傲慢で高

圧的でないし、そして、品があるよね。二流

以下のものは、地位と権力によって、傲慢

で高圧的で下品だよね。ま、日本政府もそ

ういったものは、見せないけども、狡猾なや

りかたしてるよね。 

はー・・・。今後どうして行ったらいいのか

と思いながら、30 年 50 年先に向けてね。

やっぱり、子ども達に、日本人と五分に生

きていける環境づくり 37をしていかんとなら

んなと。 

 

3-13.アイヌの子弟の今後のこと 

木村：そのためにも、この遺骨の問題は国には

っきりと認めさして、謝罪してもらって、そし

て子供たちの教育に向けてのフォロー、サ

ポートしてもらわんとならんなと。それは、

金を出しもらうってことだよ。学歴をつけな

きゃなんない。未だかってアイヌ民族は、

生活保護率が高くて、進学率が低いわけ

だから。もちろんそうだよね。全てを奪われ

てスタートラインが違うわけだから。農耕民

族と狩猟民族のスタートラインが未だかつ

て、つまってないんだから。 

繰り返すけど。進学率が低いわけだ。親

もそういう観念がないわけだ。高校ぐらい

出て、それで世に出ればいい、と思ってる

親も多いと思うんだ。でも、そうじゃないん

だよね。やはりスタートラインが詰まることに

対しては、教育。そして、経済力をつけて

2019）。 
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やんなきゃ、子ども達にね。それが自信に

なるわけだから。そうすると、アイヌなんて

言われたって、屁とも思わない。だから、そ

のためにも将来的にはね。「あんたアイヌ

の出か？凄いな」って、言われるのとさ。

「なんだアイヌの出か」って言われるのは、

エライ違いだよ、これ。そうならないために

は、何をしなきゃなんないか。教育だよ。教

育だ。 

 

3-14.差別体験 

木村：ま、俺は中学もあんまり。勉強嫌いで、結

構欠席したけどもね。今になって後悔して

るけども。ま、行き辛い環境でもあったよな、

俺は。同級生は 50 人ぐらいだったけども、

その中の 5 人がアイヌだった。そりゃもう、

攻撃の的だったよね。程度の低い奴ばっ

かりいるんだけども、50 人の中にはね。だ

から、目を付けるのはアイヌだよね。自分

以下だって思いたいわけだから。特徴的

にも毛深いわけだから、身体検査の時なん

か、こうやって毛を引っ張るんだよな。今で

も強烈にそれ残ってるワ。女の子ら大変だ

ったべな。男でもそういうの嫌だったわけだ

から。俺の妹の同級生ら何人かで集まると、

その話しててね。いやぁ、可哀想だなと思

いながらいたもんだ。 

そして、そういう人たちも混血になって、

毛を少しでも減らしたいと思って、相手かま

わずシャモと結婚するわな。だから、そうい

う日本人もまた、程度の低い奴らばかりだ

 
38 被差別部落民のこと。身分階層構造に基づく差別があ

り、1898（明治 31）年まで使用していた壬申戸籍に

は、旧身分の記載があったらしい。いわゆる同和問題の

ときに廃棄もしくは封印されたといわれ、現在閲覧不可

から。てめえの女房、大事な女房をね、差

別するんだよな。耐え難い差別するわけよ。

だから当然、皆離婚になってくる。そんな

の、俺は 3 組も 4 組も見てる。相談受けて

たから、そったら奴と一緒にいるなって言っ

た。子どもの教育にもなんないしね。そん

な馬鹿と一緒にいるんだら、別れた方がい

いって勧めたのふたりいるワ。そんなイカレ

た奴と一緒にならないでいた方がもっと幸

せだ。今も見える、幸せそうな顔が見えるワ、

良かったなって。 

明治になってから、いっぺんに入植者が

土足で踏み込んできてね。もともと農耕民

族だから、やっぱり、あっという間に勢力を

伸ばしていくんだよな。俺の付近でも。 

その中には、部落民 38も来てるワ。やっ

ぱり部落民も差別されてきてるから、根性

あるわな。もともと農耕民族だから、やった

らアイヌなんか、ぜんぜん敵わないぐらい

土地に執着するわけだから、字もかけるし、

頭も良いわけだから、上手くアイヌの土地

も手に入れてさ、あっという間に勢力伸ば

していった。アイヌ達は、そのシャモの農家

の雇に入って、それこそ犬も食わんような

残飯をアイヌに与えてさ。そんな話、たくさ

ん聞くワ。 

そんな地域に育ってるわけだから、学校

なんか行きたくないさ。また、その頃、ちっ

ちゃかったよな、俺。50 人中一番前にいた

し、体力もなかったからね。学校出て、体

力ついて、この体形になったから、差別し

能。法務省「同和問題（部落差別）」

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00127.html（2021
年 1 月 10 日閲覧） 
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た奴みんなとっ捕まえて、焼き入れて。あ

んなすっきりしたことなかった（笑）。だから、

クラス会したって、そいつら来ないワ。俺の

焼き入ると思って（笑）。笑っちゃうよな。い

やぁ、本当にね、それが本当のこと…。 

そういった歴史的事実もあって、不幸な

歴史はまだ今も続いているわけなんだけど

もね。北海道アイヌ協会の会長はさ、今は

差別はないなんて。昔はあったけど、今は

差別はないなんて。 

 

3-15.ウポポイにまつわる差別 

木村：現会長らは、行政にべったり寄り添って

さ、白老の慰霊施設に人質として遺骨

1,000 体以上 39預けてるわけだから。国の

意向に沿ってね。何を約束して、何を求め

て、そんなことしたのか知らないけど。最終

的にはみんな地域に還すように持ってか

なきゃならんのだよ、と思いながらいるけど

ね。まず、それが大事だ。 

これ、さっきやった小さい奴（『ウレシパ・

チャランケ』9/20 号）にも書いてある、ウポ

ポイについてね。オリンピック、パラリンピッ

クの恩恵受けて、日本政府の対外向けの

パフォーマンスだからさ。アイヌが主体とし

てやってない施設だからさ。この間見て帰

ってきたけどね、全てがふざけた内容だっ

た。 

とにかくね。国民に、若者に、この歴史

的事実を周知徹底することをみんなにお

願いしたいね。歴史を知らないから、結局

 
39 9 大学から 1,323 体（うち個人が特定できる遺骨 12
体）と個体ごとに特定できなかった遺骨 287 箱が慰霊施

設に集約された（文部科学省 2020）。 

ウポポイに対しての差別めいたネット上で

の発言が相次いでいるじゃない？ 

成田：どんな？ 

木村：利権に群がるアイヌだとか、ねつ造してる

とかってね。だから、そのことに対して、ブ

ログで「知らない馬鹿者」なんて、ちょっと

過激に反論したんだけど。歴史をしっかり

学んでから、そういうこと言えって。知らな

いで変な情報を耳にして、くだらんヘイトス

ピーチするなって、言いたいよ。その辺の

街頭に立って言いたいよ。 

日本会議の連中は、日本政府の僕で、

自民党の僕と言って良いかな。これらは、

本当に自分の思いでやってんのか、政府

の思惑に沿ってやってんのか、分かったも

んじゃないけどね。本当に、色んな手を使

って認めようとしない。報道も目に見えてる

よね。本当に悪いぞ、日本人は。 

世界的な話だけどね。国連の決議第 12

条 40で、先住民族の遺骨は速やかに、ある

べき姿に戻す。そして、国はそれをサポー

トする義務があるって定められて、日本政

府もこれを採択してるよね。こんなことやっ

といて、言ってることとやってることのつじ

つまが合わないって、こういうこと言うんだ

ろうな。 

 

3-16.先住民族に関する世界の流れ 

木村：今月だったと思うけど、フィンランドの博

物館から、アメリカの先住民族トライブ 41に

40 第 12 条 は【宗教的伝統と慣習の権利、遺骨の返還】

である（国際連合 2007）。 
41 トライブとは、同一の血統を持ち、上に族長をいただ
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遺骨が返還されて再埋葬された 42って聞

いたぞ。これが世界の流れだよね、今のね。

こういった現地の視察に、おれら二人ぐら

い調査に行かせてくれって、アイヌ先住民

センターに言っといたんだけどね。先住民

族自身が現地に行って、世界の現状を知

りたいなって思ってね。 

そういったことも含めて、11 月 30 日から

12月 4日までスイスのジュネーブの人権委

員会で少し発表する場をくれたんでね。日

本は外圧に弱い人種だから、少し向こうか

ら煽りつけてみたいな。3 分間の発言時間

で、何を訴えれるかどうか分かんないけど。

しかも、英語で言ってくれって。 

成田：うあー、英語でスピーチか… 

木村：強烈なパワーメッセージを、こう発揮した

いなと思ってるけどね。 

なんか、ここに来たら、たくさん言うことあ

ったはずなのに。整理できないで、ここにき

てしまって。あとは、あんたたちがどう引き

出すかだな。 

 

3-17.研究者による遺骨の収集 

木村：昔この遺骨盗掘に関わった学者、東大

の小金井良精、あと北大の児玉作左衛門、

あと清野謙次 43なんてどこにいたか分から

んけども。樺太アイヌ遺骨を収集したやつ

 
いて群居する種族、部族とのこと 

42 木村氏によると情報源や内容の詳細はわからなくなっ

たとのこと。日本での資料も見つからず詳細は不明。 

43 清野謙次（1885-1955）。京都大学教授として 1924 年

に樺太でアイヌ墓地を発掘し遺骨と副葬品を収集した。 

44 山崎春雄（生没年不明）。北海道大学教授として、

1931 年に浦河郡で、1933 年に沙流郡で、1934 年には旭

川市でアイヌ墓地を発掘し遺骨と副葬品を収集した。 

だよね。あと、山崎春雄 44なんちゅうのは、

平取方面からずいぶん集めたんだよな。こ

れら、けだものに劣るような連中の研究を

継承するわけだからね、今の人類学者た

ちは。今の学者も、人間的にそんなにワル

じゃないとは思うんだけど、でもやっぱり子

どもだよね。子どもがおもちゃを欲しがるよ

うなもんだよね。俺は、変な言い方で、マス

ターベーションのためにって言うんだ。 

川本：そうですね、学術のための学術ってみた

いな風になってしまっているのは、それは

本当に、何のための、誰のためのっていう。 

木村:自分の満足のために、やってるだけの話

だ。血液検査も、4,000 人からとってるはず。

当時の貧窮に付け込んで、わずかな金品、

物品で血液採取して。4,000 人分採取 して

研究 45したはずだけど。何の結果も出して

ない。これ、遺骨問題だって同じようなもん

だよ。 

川本：ちょっと、先ほど聞いてて意外だったの

は、児玉作左衛門は、分かることろもある

みたいな？ 

木村：うん。人間的なとこはちらっとある。 

川本：それは、どういう？ 

木村：児玉が、清野謙次の行為に対して、あれ

は酷い 46っちゅう言い方してたからね。だ

45 小林（1952）の「第 3 表 アイヌの ABO 式血液型分

布」によれば、古畑種基らが採取した血液は、4,619 人

分になる。学術論文という形での結果は一応ある。採血

にあたりアイヌに金品等を渡したかどうかの記述はなく

不明。 
46 植木（2017, 184-185）の「第 5 章 発掘の論理と倫理

「研究者批判」」によれば、児玉作左衛門は清野謙次の

発掘を激しい口調で非難した。 



 

19 
 

CoSTEP Report   No.5 (2) (2022.4) 

から、そこだけを信じて。信じたいなってい

う、俺の願望かな。俺は、どっちかって言っ

たら、誰でも信用したい。そのことから入り

たいと思ってるから。これが、アイヌが、アイ

ヌモシリを略奪された原因でもあるわけだ

けど。弱さっちゅうかさ。 

 

― 木村氏に電話が入り、一時中断。数分後

電話終了 ― 

 

木村：何言ってたっけ？そういえば。 

 

3-18.返還と謝罪、研究について② 

成田：では、質問していいですか？ まず、返還

と謝罪はセットで、まずそこからという、主

張で良いですか？ 

木村：そう。倫理指針は先じゃないぞって。 

成田：謝罪をしてから、倫理指針だろうと。 

木村：ま、今後も言い続けていくけどもね。 

成田：で、研究に関してなんですけど。木村さ

んが、その研究はするなって言ってるのは、

遺骨を使った DNA 研究のこと？ 

木村：すべて。本人から承諾を得ることができ

ないわけだから。さっきも言ったように人権

って、俺言ってるわけだから。 

成田：研究って言うとね、実はすごく広くて。 

 
47 日本国内の博物館等にも個体ごとに特定できた遺骨

133 体と個体ごとに特定できなかった遺骨 8 箱が保管さ

れている（文化庁 2020）。 
48 Kimura project が主張する「アイヌ遺骨等を用いた

DNA 研究等を進めるに当たっての遵守 3 項目」①違法

木村：ん？血液取らなくても、こうやってできる

って言うわけだろ？今は。 

成田：そういうことだけじゃなくって。例えば唄を

採取するとか、地域ごとの唄を比較したり、

とか。 

木村：ウタ？ 

成田：唄。唄とか、生活のことを記録に残すとか

っていう研究もあるんですよ。 

木村：いや、それは。俺はそんなことは言って

ない。俺は遺骨のことだけ言ってる。 

成田：そうですよね。遺骨のことだけですよね。 

木村：なんもね俺、文化に踏みこんで、どうのこ

うのっていう気は、さらさら無いから。盗っ

たものは返せ、盗られたものは取り返せっ

て、ただこのワンフレーズだけでやってきて

るわけだから。分かりやすい。俺でもできる

こと、だからね。 

成田：なるほど、遺骨についてのことのみ。だか

ら、倫理指針のことも遺骨についての研究

の倫理指針のことを言ってるんですよね。 

木村：その、倫理指針…。研究三項目につい

て…。忘れてしまったな、あちこちの 12 大

学、博物館 47…。あちこち出したから。道、

北海道知事にも出したぞ、あれ 48。 

成田：それは、Kimura project の？ 

木村：うん、そうそう。あれ、読んだ？ 

成田：はい、読んでます。 

な収集方法によって得たものは利用できない。②収集地

のアイヌ（遺族、アイヌコタン）の了承を得ることなく

研究はできない。③収集地のアイヌ（遺族、アイヌコタ

ン）が判明しないものは①に準ずる。 
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木村：あれ、あの通りだと思うんだ。何も、俺無

理言ってないわけだから。北海道知事もそ

れを見てね、北海道博物館に声をかけて

みたようだ。だから、北海道博物館の館長

も、自分達もそう動きたいんだけども、自分

達の動きには限りがあるっていう言い訳し

てたけどもね。 

 

3-19.遺骨は土に帰りたがっている  / 
慰霊をするもしないもアイヌに任せろ 

木村：とにかく、あれは、博物館の裏山にでも

埋めとけって。土から生まれて土に還る。こ

れがアイヌの死生観、っちゅうか精神文化

だから。なんもいらないんだって、なんも。

土に還りたがっているわけだから。だから

それで、後は別に慰霊しなくてもいいわけ

だから。昔は、そうだったんだから。埋葬し

たら、あとは行かないんだから。家からカム

イノミするわけだから。天に向かって、カム

イモシﾘに向かって、先人たちに向かって、

ストーブの前で火の神様にイチャﾙパ 49し

ながら、やってきたわけだから。 

成田：では、さっき言ってた、地域返還の足か

せになってる慰霊をするしないってことは、

慰霊をするもしないも含めて、アイヌに委

ねてってことですね。 

木村：俺達が決めることなんだよ、それは。 

成田：そう。日本政府がするっていうのを決める

んじゃなくて。 

木村：そう。 

 
49 国立アイヌ民族博物館アイヌ語アーカイブではイチャ

ﾗパと記載されているが、「北大イチャﾙパ」の表記に従

成田：で、元の土地に、土にお返ししましたま

で、国がやればいいし。あと、それ以降は、

その土地に住むアイヌが。 

木村：コタンのアイヌが決めればいい。 

成田：慰霊をするもしないも。で、そもそも、そこ

に行ってする文化でもないから、自宅で、

家からするわけだから、それも俺らに任せ

ろっていうことですね。 

木村：そう、お前らの言う問題じゃない。地域と

アイヌがやるべきであってさ。俺も平取町

のアイヌで、みんなに言ってんだけど、アイ

ヌだって同じ町民だぞって、もっと踏み込

んで来いって。日本人もね、行政もね。で

も、やっぱり中々踏み込んでこないんだよ

な。変な問題に関わりたくないっちゅうこと

だろうな。 

成田：どうなんだろ、そこは分からないですけど。 

 

3-20.なくならない差別 

木村：だから、アイヌ遺骨を考える会の共同代

表のひとりに、町議のシャモを加えてな。ま、

俺はアイヌで町民のひとりだっちゅうことで、

共同でやろうということでね、関わってもら

ってんだけどもね。行政全体に、それがい

きわたってない。だから、そいつはよく俺に、

「二三夫ちゃん、差別なんて消えないって、

平取ですらそうだから。」って、シャモのそ

いつが言うわけだから。行政と関わってい

る人間がね。だから、本当ね…。地元でも

そうだもんな。知ってる地元だから余計そう

なのかも分かんないけど。知らない人たち

う。イチャﾙパは、先祖供養のための儀式。 
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は、もっと単純にね、「そんなことあってい

いのか！」って言うんだろうけど。 

成田：差別してる側って、気づいてないんです

よ。差別してるってことに。だから、他の人

のことに対して、それはだめだって、言い

やすいんですよ。 

木村：そうだよな。アイヌを知らないから、余計

そうだよな。 

成田：ただ、その人は、私もそうですけど、アイ

ヌに対して差別はしてないけど、他の人に

対して差別をしてないとは言い切れない。 

木村：うん、そうだよな。ま、マイノリティは、アイ

ヌだけじゃないわけだから。 

成田：あと、子どものいじめとかってそういうのも、

別にアイヌとかアイヌじゃないとかじゃなく

て、ちょっと自分達と違う子を見つけると、

寄ってたかっちゃうんで、中々に残酷だな

って思うんですけどね。 

木村：その残酷性は、ある一定の時期を過ぎる

となくなる。 

成田：そう、本当はね。 

木村：でも、アイヌ問題は、何百年と続いてるわ

けだから。 

成田：そう、何百年も。子どもだけじゃなくてね

…。差別を受けたかっていう調査を大規模

にしたのがあって、先住民センターで出し

てたかな 50。あれでも、子供の頃だけじゃ

なくて、進学、就職、結婚、全てに対して、

かなりの数のアイヌの方が、アイヌであると

 
50 『2008 年北海道アイヌ民族生活実態調査報告 現代ア

イヌの生活と意識』（小内 2010）や『2009 年北海道ア

イヌ民族生活実態調査 現代アイヌの生活の歩みと意識

いう理由で差別を受けた経験があるってい

う調査結果がありますね。 

木村：本当に、問題だよな。とにかく、強い人間

を育てたいんだよ、アイヌの。強くしたいね。 

 

3-21.非アイヌが関わることの難しさ 

川本：それこそ、加害者が一番努力すべきだっ

ていうのは、まさに仰る通りで。その当事者

の人たち、いわゆる被害を受けた人たちに

負担が行き過ぎているのが現状、ということ

で、それは本当にそう思う。私の少ない理

解の範囲内でも、そういうところは思うんで

す。一方で、当事者じゃない人が関わるこ

との難しさって… 

木村：当事者ってことは、アイヌ？ 

川本：あ、いやいや。言葉が難しいな。実は、ア

イヌじゃない方が、アイヌの問題に関わるこ

との難しさ、というか。どうしてもこう、難しい

問題にしり込みしてしまうとか。あるいは、

先ほどもあったような、知らないから単純に

良くないということを言ってしまうとか。ある

いは、外から入ることによって、中の難しい

ことを知らずに、より中の分断を、アイヌの

方同士の分断を生んでしまうとか。あるい

は、アイヌと和人の対立を、より大きくしてし

まうとか。かと言って、これは私の友人とか

あんまり知らない人と話しても認識がされて

ないなと思うんですけど、「余所者がその

問題に関わるんじゃない」みたいなことを、

やっぱり言うんですね。「アイヌじゃないの

の変容』（小内 2012）などを指す。 
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に、アイヌの問題を良く知らないのに関わ

るな」みたいなこと言うんです。でも、一部

正しいと思いつつ、一部、いや大部分間

違ってるんじゃないかっていう。でも、だか

ら、どうしたらいいんだっていうのが、分か

らない。 

成田：そう、そこありますね。 

木村：だから、繰り返すけども、加害者はだれ

であり、被害者はだれかってことをね、認

識することによって、だから、歴史の勉強を

するべきなんだ。それを周知徹底するべき

なのよ、国の責任においてね。だから、学

校教育もそうだよね。そんな大事なことをし

ようとしないんだから。自分たちの不都合

につながるわけだからね。 

川本：やっぱりそういう、自分達に都合の悪いこ

とを知るということを。 

木村：それをしなきゃ理解できないわけだから

ね。だから、さっきも言った、日本会議の連

中がおおっぴらにヘイトスピーチをやるわ

けよ。今日なんか市役所で、アイヌ文化振

興推進協議会 51ってのがあって、何人か

のアイヌが出るんだけども。そこに日本会

議の連中も傍聴に来るらしいんだけど、そ

のカウンターにそういった団体がいるんじ

ゃないの？そのカウンターに仲間がいっぱ

いいて、それに備えて今日行ってるよ。 

 

3-22.アイヌ自身が抱える問題 

木村：あの、これね。遺骨問題もね。正直言っ

 
51 アイヌ文化振興推進協議会ではなく、札幌市アイヌ施

策推進委員会のこと。2020 年 9 月 25 日に札幌市役所で

会議が開催され、議事録が公開されている。

https://www.city.sapporo.jp/shimin/ainushisaku/suishin-

て、あんまり興味のないアイヌも多いのよ。

関心ないっちゅうかさ。あるアイヌに、こうい

われたことあった。「この遺骨問題、タブー

とされてることに、二三夫さんよく踏み込ん

で頑張ってるね」って。俺、その意味が、未

だかつて全然理解できないのよ。なんで、

タブーとされてる問題に踏み込むねって、

どういうことなのかなって、俺が理解できな

いだけ。タブーとされてること、なんて言わ

れてみると、平取アイヌ協会 250人くらいい

るけども、踏み込んでくるのは少ない。この

遺骨返還に向けてね。これには参るな。 

成田：それは、多分、もっと踏み込んでくる人が

増えれば、返還ももうちょっとは進むかなと

は、思うけど。 

木村さんがさっきから、ずっと言ってる…。

えっと、凄く失礼なことを言ってしまうかもし

れない。 

木村：失礼なこと、いってくれや（笑） 

 

3-23.誰が加害者で誰が被害者か？ 

成田：実は、木村さんのインタビュー聞いてて、

日本人、主に大和ってことですよね、和人

ってこと。下品だとか、二流だとか、お前ら

が加害者だって話をされたときに、私は、

どうやってもその加害者側のルーツしかな

いんですよ。そうなると、本当に、私、この

問題に触っていいんだろうかって凄く悩む

んです。で、同じアイヌではない友だちも

ね、アイヌだって分かってる人たちと話をし

iinkai/documents/01gijiroku0925.pdf（2021 年 1 月 26 日閲

覧） 
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たときに、加害者がっていう話をされると、

どうしても付き合いづらくなるって、言って

たのを聞いたこともあるんです。 

木村：困ったもんだな。アイヌの歴史を勉強す

ればね。自分たちが加害者だって納得で

きるんだけどね。 

成田：でもね、加害者なら謝罪しろって言いま

すよね？ じゃぁ、私も謝った方がいいのか

な、とか。 

木村：ま、そこまで、どうのこうのっていうんでな

くて、そういう認識でいてもらいたいってこ

とだよね。俺はね。個々にそういったものを

求めるつもりはないけども。幸いにして、俺

の周りはそういう人ばかりだから。シャモと

も、Kimura project もシャモも多いわけだか

らね。みんな、そういう人がプロジェクトに

加わって活動してるんだけどもね。 

 

3-24.アイヌはウェルカムだよ 

成田：私が木村さんに初めて会ったとき、アシﾘ

チェﾌﾟノミ 52でオハウ 53貰って、「私アイヌじ

ゃないけど、いていいんだろうか？」って聞

いたときに、「アイヌはウェルカムだよ。昔っ

から一緒にやってたよ」って言ってくれて、

その時に…。 

木村：あれ？俺そんなこと言ったっけ？ 

成田：（笑）覚えてないんでしょ？でもね、それ

 
52 アシﾘチェﾌﾟノミとは、アシﾘ＝新しい、チェﾌﾟ＝魚、

ノミ＝祈る、祭る、であり、「新しい魚（鮭）を迎える

儀式」のこと。 明治時代のサケ漁が禁止され、儀式も

途絶えたが、1982 年に復活。2019 年 9 月 8 日、第 38 回

目の儀式が札幌市豊平川で開催された。 

53 オハウとは、汁物の料理名。 

言われたときに、「私がこの調査をやって

いいのかな」から、「やっぱり誰かがやらな

いと」って思たの。 

木村：今、ウェルカムって言ってたけど、アイヌ

は元々ウェルカムの精神なんだよね。あの

…タコ 54、昔の。今、徴用工問題になって

るけどもね。あちこちの場所からタコが逃げ

てきて、アイヌに助けを求めてきて、みんな

迎え入れてきてるんだよね。 

日本人が、アイヌモシリに入植してきて、

やっていけなくなって、子どもを嫌々手放

なきゃならないって時も、アイヌに預ければ、

ちゃんと育ててくれるって、みんな日本人

知ってるわけだから。だから、アイヌに貰わ

れていったシャモは沢山いる。シャモに貰

われたアイヌなんか一人もいないから。こ

の辺の違いあるよ、おっきく。優しいっちゅ

うかさ。ま、俺もそういうとこある。みんなウェ

ルカム。 

成田：本当に、ウェルカムだなぁと。 

木村：だから、俺なんか。もともと牧場やってた

んだけども。牧場やってた時は、一晩 7 人

も家に泊まってたことある。「ああ、皆来て

泊まれ泊まれ」って、やるんだ。 

成田：それはかなり、賑やかな感じですね。 

木村：うちのやつは大変だったべ。 

成田：奥さん大変だよね、そういう時ってね。 

54 タコとは、主に戦前の北海道で、労働者をかなりの期

間身体的に拘束して行われた非人間的環境下における過

酷な肉体労働である。タコ労働ともよばれる。またタコ

部屋労働で使役された労働者をタコと呼び、現代の日本

では労働基準法第 5 条により禁止されている。 
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木村：奥さん、浦安の出身なんだ。ま、色々あ

るワ。この問題に関わっているとね。 

 

3-25.サイレント・アイヌ 

木村：公私とも TV、新聞なんかに出るじゃな

い？子ども達、俺の背中を見てるにもかか

わらずね「あんまりメディア等に露出しない

でくれって」最近こういわれた。いやぁ、ショ

ックだったな。ちゃんと教育して、今もそれ

なりに地位にいて、貢献してるわけだから、

世の中に。それでいて、我が子供にそうい

うこと言われるのかな、と思いながらね。「ア

イヌの 3 文字持ち出されても、自分達にと

って何のメリットもない。デメリットはあっても

メリットはない」って。大したデメリットもない

んだけどもね。 

だから、サイレント・アイヌなんだな。やっ

ぱりな。そういう環境なのよ、今は。いやぁ、

本当ショックだったよ。それ、今年だぞ。 

成田：あぁ、それはショックですね。未だにそう

いう環境だから、何をするかっていうのが

大事なんだと思う。 

木村：うちのは、お父さんの活動している気持

ちは分かるけどもね、子ども達の気持ちも

分かるって。本当、そうだよね、中立でいる

からな。だから、その辺のことも勉強させら

れたから、どういう風にやって行ってったら

いいのかなって。これじゃぁ、後を続くもの

がいなくなっちゃうなぁと思いながらね。 

成田：確かにそれはね…。 

木村：そのためにもね。国の責任は大きい。俺、

 
55 成田・川本（2022a）「アイヌ遺骨問題に関する関係

者インタビュー（1）」のインタビューイーである常本

ずっと言い続けていることだけどね 

 

3-26.アイヌを代表する組織 

川本：ちょっと質問よろしいですか？ 北大の法

律の先生にお話しを伺ったときに。 

木村：常本先生 55？ 

川本：そうです。常本先生です。法律としては、

国の、近代国家の法律っていう枠組みで、

どうしても法の体系の中で考えていくんだ

なって、先生のお話しを伺って思ったんで

すけども。そういう立場に立つと、やはり代

表、統一的な組織があって、日本国政府と

やり合う枠組みがないので、非常にやり辛

いというようなお話をしていて、それは一つ

の理屈として、そうだろうなと思ったんです

ね。ただし、それは近代国家と同じ土俵に

乗せるという、その土俵に乗らないと対話

ができないと、色んな法整備ができないと

いうっていうことそのものが、非常に強制的

で、難しいなと思ったんですね。そこらへん、

どういう風に、統一的なアイヌの代表みた

いなものが可能なのか。というか、そうじゃ

ない形、むしろ被害者に変革を求めるとい

う構造がおかしいので、それぞれのアイヌ

に対して国は個別に、それぞれに対応す

るというのが適切なのか、そこらへんはどう

いう風にお考えなのでしょう。 

木村：それは難しい質問だけども、さっきも言っ

たように、狩猟民族であるアイヌが、農耕民

族っちゅうか、日本人に強制同化させられ

て、全てを奪われた、このスタートラインの

照樹氏のこと。 
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差は未だ詰まってない。そこを考えるのが

国だよね。彼、台湾一緒に行った時に、こ

ういったわ「同じ先住民族だけど、世界の

先住民族とは違う」。何が違うのかと思った

りしてたんだけども。まぁ、学者の言ってる

こと難しすぎて、俺は理解できないとこある

んだけども。今回のヘイトスピーチだって、

何かしなきゃならんって言ってるだけで、さ

っぱり何もする様子はないよね。財団 56は。

不都合には触りたくないんだろ。 

 

3-27.慰霊施設について 

木村：ウポポイの慰霊施設もそうだよね。北海

道アイヌ協会を篭絡して、慰霊施設に

1,000 体以上 39 の遺骨を人質として預けさ

せて、上手くごまかせば責任問題に触れ

ないわけだからね、国だって。あんなもの、

尊厳ある慰霊施設だなんてふざけている。

どうして尊厳ある慰霊施設なの。アイヌの

精神文化から言ったら、まず土から生まれ

て土に還る。それをやってくれればいいん

だよ。あんなとこに置いといて、なに？尊厳

ある？さまよい続けてるよ。俺、肌で感じる

ぞ、行ってきて。こんな無礼な話ってあるか

なってね。もう、痛切に感じてきたな。ウポ

ポイから 1 キロぐらい離れたとこにあるんだ

よな。 

川本：はい。坂の上ですね。 

木村：あそこ降りて、中入ってくるときも、何か見

えるような気がした。魂がさまよってるのが

 
56 公益財団法人北海道アイヌ民族文化財団のこと。基本

方針は、以下の 5 点。ウポポイの運営を行う。1：アイ

ヌに関する総合的かつ実践的な研究の推進。2：アイヌ

語の振興。3：アイヌ文化の振興。4：アイヌの伝統等に

関する普及啓発。5：伝統的生活空間の再生。ホームペ

ね。だから、スンケアイヌだって、北海道ア

イヌ協会のやつらのこと、強烈にいうんだ、

スンケアイヌだって。スンケアイヌって嘘の

アイヌっちゅうんだけどね。だから嫌がるん

だ俺のこと。でも俺は間違ったこと言ってな

いし。正しいこと言ってると思ってるから、

俺には攻撃もしてこないわ。まね、箱物っ

ちゅうか、組織を維持していくためには、そ

ういったことも必要なのかもしれない。俺は

組織に加わったことないから。 

    でも、本当に情けない。アイヌとして、情

けない。毅然とした姿勢で生きていかんと

なんないなって。子ども達にも、そういう教

育はしてきたつもりだけれども、毅然として

ないんだよな。困ったなと思いながらね。ま、

さっきも言った通りだけど、加害者にもおす

がりしたいよ。全ての問題に対して。 

 

3-28.アイヌ・ネノ・アン・アイヌ 

木村：これ俺の思い込みかも分かんないけど。

人の好さなのか、少し人間性を見れる人は

信用してみたいなって思ってる、今のとこ

は。そうすると、俺もグループから、木村さ

んアマイって言われて。でも、それぞれに、

感じるものはあるだろって。俺は、俺なりに、

そういう感じるところもあるんだって。そう、メ

ンバーのは言ってはいるけど、納得してる

かは知らんけどね。そうありたいのよ。 

    アイヌ語で「アイヌ ネノ アン アイヌ」。

人であり、人である人って言葉があるんだ。

ージ上でヘイトスピーチに対するコメントなどはない

https://www.ff-ainu.or.jp/web/overview/business/index.html
（2020 年 12 月 25 日閲覧） 
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これいい言葉なのよ。アイヌ ネノ アン 

アイヌ。本当に、みんなに人である人に出

会ってもらいたい。そうすれば、遺骨の返

還だって、はっきりしてんじゃない？人間と

して、するべきことじゃないかな？ 

    それはね、東大の連中にも強く言いたい。

研究用の動物の供養を毎年するわけだよ

57。200 体 58近いアイヌの遺骨の慰霊祭を

しないわけだから。こんな屈辱的な話あ

る？普通の人間じゃ考えられないことだよ。

今言った、アイヌ ネノ アン アイヌ。そこ

なんだよ。 

 

3-29.教育機関としての大学の望むこと 

木村：俺、この人たちね。子どもたち、自分の子

どもだよ、どう教育するのかなって。恐ろし

いなと思いながら、本当に恐ろしいなと思

いながら。そんなのが、学問の高峰にいる

わけだから。その影響を受ける者たちは沢

山いると思うんだ。学生たちさ。そして、小

金井良精の遺骨研究を称賛して、銅像が

立ってるわけよ。アイヌの頭骨 59に手をか

けているところの。あれだってさ、学者、子

ども達がその前を通って見るわけだから。

どうなのいったい？今、外国で色んな像が

引き倒されているわけだけども、日本も目

覚めなきゃ駄目だ。そしてね、大学側もそ

れを感じ取らなきゃ駄目。まだ、置いてある

わけだから。隠したっちゅう話も聞くけど、

 
57 例えば北大獣医学部の場合、治療動物・研究用動物の

慰霊祭を毎年行っている（北海道大学 CoSTEP『いい

ね！Hokudai』「動物慰霊式」https://costep.open-
ed.hokudai.ac.jp/like_hokudai/contents/article/1059/ 2021
年 1 月 25 日閲覧）。また、医学部・歯学部では北海道

大学白菊会が無宗教形式で献体された方々の合同慰霊祭

を行っている。https://www.med.hokudai.ac.jp/sch-

俺は確認してないから、分からんけども。

恥ずべきことだからさ、いつまでも残してお

いたりするってことはさ。それって、認める

てことだから、盗掘を。おいて置くってこと

はね。そんな当たり前のことが分からんの

だから。大変な話だ、これ。本当に、教養

に欠ける。教育の場にいる連中だよね。な

んか、悪口ばかりになったな。 

でも、これが俺の本心だから。吠え続けて

きた本心だから。 

川本：研究者の方と、北大に限らず、直接的、

間接的に色々やり取りしてきたと思うんで

すけども。その中で、最低限、なんとなくこ

の人は、立場が違うし考え方も違う、今は

まだ全然違うんだけれども、なんらか、信じ

たいというか、少なくともそういう気持ちにな

るような人。研究者の最低限の態度みたい

なのは、どういうところにあるんでしょうか？ 

木村：人類学会、文化人類学会、考古学会、

色々あるけれども。文化人類学会は、立場

上遺骨の研究、倫理指針なるものは反対

の立場を取っているけどもね。まだ、それも

信用できるかは分かんないけども。最終的

にはどうなるか分かんないけどもね。文化

人類学会の会長だったかな、それらは、い

ろんな学術会議とかでね、俺の言い分を

分かってくれるようなことを言ってるけども

ね。腹ん中はどうかなと思いながらね。この

遺骨に関しては、ま、信用できないとこもあ

med/shiragiku.html （2021 年 1 月 25 日閲覧） 

58 東京大学は、201 体のアイヌ遺骨を保管していた（文

部科学省 2019）。 

59 小金井の胸像は東大医学部本館の階段踊り場に設置さ

れている。西野（2001）によると、小金井像が手にして

いる頭骨は台湾原住民のものをモデルにしている。 
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るかなと思いながら。 

    考古学会もね。俺の言ってることが正し

いと言ってる学者もいるけども、考古学会

はそれを認めようとはしないわけだから。だ

から、複雑なんだなと思いながらね。さっき

も言った通り、アイヌ ネノ アン アイヌ。

そういう学者を、少し多く集めていきたいな

って、してもらいたいなって思ってるんだけ

どもね。 

    俺、何回も言ってるんだ。研究は俺も関

心あるしね、研究自体は反対しないんだ。

ただ、やり方の問題だよ。今回も、ウポポイ

の館長でも、最初は怒りで向き合っていた

けどもね、話合ってみると、俺のイメージと

はちょっと違うなって感じるわけだからさ。

人である人。そういう人って、たくさんいる

なって思いながらさ。 

   後、ありませんか？カッケマッ成田さん 

成田：ん？カッケマ？ 

木村：カッケマッって、さっき言ったように、ニｼ

パウタリ、カッケマッウタリ。カッケマッって

言ったら淑女のことよ。 

成田：ありがとうございます。だいぶ、反対意見

を頂戴していますが、普段は（笑） 

川本：（笑） 

木村：ま、多くの人たちに、アイヌ ネノ アン 

アイヌ。人でありましょうっちゅうことを訴え

ましょう。研究、返還、倫理指針も大事だけ

れども。それによって、正常な考え方にな

 
60 北海道大学教員有志が呼びかけ人となる「『北大とア

イヌ』を考える会」は、北海道大学の『本学が保管する

アイヌ遺骨に関する声明』（北海道大学 2019）に対し

て、遺骨の保管・管理について反省にとどまっていると

して、アイヌ民族に対して明確な謝罪を要望している。

れるわけだから、やっぱり遺骨問題に関し

ては異常な人間が多すぎるわけだから。 

    でも北大の学内の中でもまともな人多い

な。この謝罪させなきゃ駄目だ 60っていう、

この中にも 100 人ほどいるらしいから。 

成田：そうですね。ウェブ上に、署名した先生

方の名前が出てますね。 

木村：川本さんの名前入ってるかい？ 

川本：や、入ってないです…。 

木村：（笑）入れといてくれよ。 

川本：いや、はい。 

木村：一緒に頑張ろう？ 

川本：はい。私まだ、この問題に関心持って、

動き出して、ホント 5年ぐらいで、まだまだと

いうことろで。 

 

3-30.周知の必要性 

木村：平取町立病院の医者が、「木村さんこの

間TVに出てて、遺骨の問題色々言ってた

けど、それ本当のことなのかい？」って言っ

てきたもん、俺に。いや、酷いなって思って

いてさ。こんなのが当たり前のことだよ。「先

生、平取に来てて分かんないのかい」って、

「俺のこと、あちこちに言っといてくれよ」っ

て言っといたよ。 

植木哲也さんの著書（植木 2017）の中

にね、埋葬間もない脳ミソのたれ落ちる遺

骨、肉片の付いた骨、これをも持ち去るわ

https://sites.google.com/view/ikotsumondai-
kensyou/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0（2021
年 1 月 21 日閲覧） 
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けだから。これ有名な話だから。そういった

歴史的事実を知ってもらいたいね。普通の

人間じゃできないことだよ、これ。脳ミソの

たれ落ちる頭骨。それを、小川で洗ってさ、

ほして棒っきれで、肉片の付いたやつ、こ

う、こすって落とすんだね。 

 

3-31.先祖の声を感じる 

木村：この間北大に遺骨返還の確認に行って

きたんだけどもね。ま、頭蓋骨だけのやつ、

7, 8体あるんだ、あと 1体骨も 6体か 7体ぐ

らいあるんだ。その最初に見た、1 体化に

なってるやつ、最初に見て、「あ、これ女の

人だ」って思ったの。したっけ、担当の人が

調べて、「二三夫さんどうして分かるの？」

って。もともと、二つに一つだから賭けで言

ったって（笑） 

成田・川本：（笑） 

木村：でも、俺にはビーンと感じた。 

成田：うん。感じたってのが正解なんでしょうね、

きっとね。 

木村：女の声が聞こえたって、感じだよね。び

っくりしたよね。ちょっとラッパ吹いたけど

（笑）。でも、本当にそれは事実だ。何の根

拠もないけど、こう見たときに、何か女性の

声が聞こえた。若い人だったけども、それ

も「どうしてそれ分かるの？」って。だから、

この身体にそう感じたんだよな。 

    本当、あの中に入った時に、これもちょ

っとホラーっぽく聞こえるかも分からんけど

も、先人たちに、「オイなにやってるんだい」

って、いつもそんな風にささやかれてる気

がしたね。いやぁ、申し訳ないって。ま、シ

ンヌラッパもしてきたけどもね。そう、遠くな

北海道大学医学部の裏にあるアイヌ納骨堂 年に 1 回開催される北大イチャﾙパ以外に訪れる人はほとんどいない。2018 年

筆者撮影。 
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いうちに、地元に連れ帰るからって、言い

訳して帰ってきたけれども。それだけ、大

事な問題なのよ、これはね。 

成田：うん、それは、私もそう思います。 

木村：日本人は土地、それから墓地に執着す

る。アイヌは墓地には執着しないけれども

ね、持ち去られていいって法はないから。

魂を持ち去られるわけだから。人権と魂を

持ち去られるわけだから。ま、途中、カムイ

モシﾘ 61行く途中の段階で持ち去られるわ

けだから、拉致だよね。埋葬されて、クワ 62

を杖がわりに使うわけだから。これが朽ち

た頃には、カムイモシﾘ、ポクナモシﾘ 63へ

行くっちゅう、アイヌ文化、精神文化だから

ね。突然、そのクワが朽ちないうちに、掘り

起こして持って行くわけだから。 

    そういう風に言ってしまうとあれなんだけ

れど、この間、俺の先人たちがひょっとして

いるんでないかなと思われる上貫気別の

墓地に、しっかりしたクワが立ってるわけよ。

なんでこれ立ってるのかなって思いながら

ね。まだ、下に残ってるのかなって思いな

がらね。だから、相当年数経ってるはずな

のに、全然朽ちる様子もないしね。まだ、

おそらくカムイモシﾘに行けなくてね。あそ

この変でさまよってるんだなって、思いなが

ら…。人それぞれ、時間があって。行くもの

と行かないものといるんだけども。 

    ま、1 回見に来い！見せるから。若い人

が、その墓地に行くときは、ヨモギの樹を杖

代わりにして、年寄りのふりをして、墓地の

 
61 カムイモシﾘとは、カムイ＝神、モシﾘ＝国であり、神

の国のこと。 
62 クワとは、木製の墓標。故人の杖も意味する。 

前を通り過ぎるんだって。年寄りには、そう

いった霊も取りつかない。子どもや若者に

は、取りつくんだって。あんたまだ若いから。 

成田：んー、結構いってますけどもね。 

木村：でも、杖ついていかないと駄目だ。 

成田：はい。良いこと教えてもらいました。 

木村：強制移住地、労働強制地、まず、見るこ

とだ。そしたら、深く俺の思いを、認識して

くれるから。 

 

3-32.研究者のあるべき姿 

川本：私も研究者という立場なので、先ほど仰

ったような常人じゃできないようなことをす

るのが、ある意味研究者だというのは分か

るところがあってですね。自分の興味関心

のためには、なんかこう、違うところに行く

みたいな。そういう人とか、そういう精神文

化というのは、ある意味良い部分もありつ

つ、ひとつタガが外れると、そういうことが

起きる。これは、本当に研究者のもつ大き

な問題だと思っていて。一番何が大事なの

かということを忘れると、こう、研究者のエン

ジンというか、推進力というのがとんでもな

い方向に行く。こういうのは、何がブレーキ

になるのかっていることを考えなきゃいけな

いので、ガイドラインとか色々あると思うの

ですが、いったい何が一番大事だと、お考

えになりますか？ 

木村：倫理指針だよね。そこで、歯止めをかけ

63 ポクナモシﾘとは、ポクナ＝下の、裏の、モシﾘ＝国で

あり、下の国。つまり、あの世、黄泉の国を指す。 
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なきゃ駄目だって。人類学者たちはね。そ

うしないと暴走するから。勝手に暴走すれ

よって、そしたら俺にもやり方があるって。

俺は最終的には国を訴えてやるんだ。だ

から、どういう手順でいくかなと思って。今

そのことを考えてるんだ。責任は国にある。

人類学者たちが暴走する。止めきれないと

きにはそれを、倫理指針で止めきれないと

きには、それが最終的な方法かなって。 

川本：要するに、研究者が自律的に押しとどめ

るっていう、そういう、ある意味生易しいモノ

じゃなくて、研究者と対等な立場で、逆に

言うと強い立場で、カウンターを打たれると

いうことを研究者自身は強く認識するぐら

いのことをしないと、そういう暴走みたいな

ものを、歯止めみたいなものは実質的には

効かない？ 

木村：今、ジャブの段階だから。どっかで、カウ

ンターをと、思ってるけどもね。それがどこ

なのか、なんなのか。今、考えてる。とにか

く、くどいけども、アイヌ ネノ アン アイヌ。

これだ。 

川本：私も研究者なので、理想的な研究者な

んていないのかもしれないですけど、こうい

う問題に対して、多少なりとも、信頼しても

らったりとか、その、アイヌの方とお話しを

できるような姿勢みたいなものを…。そうい

うものを持っている人たち、何人かいらっし

ゃると思うんですけども、その人たちの特

徴というか、どういう人なのかみたいなもの

を、って、あるんでしょうか？ 

 
64 旭川アイヌ協議会が提訴した遺骨返還訴訟の和解に伴

う引き渡しが、2018 年 6 月 24 日に行われた。その様子

木村：ちょっと、分かんないけどね。とにかく、違

法に持ち去ったものは、とにかく還す。そ

れから、アイヌに歩み寄って、倫理指針っ

てのが、初めて出てくるんじゃないかなと

思ってるから。 

川本：その大原則について、理解してる、共感

してる人っていうところが。 

木村：うん、いるよ。その原則については、俺の

考えに同感するってはっきり言ってる学者

も沢山いる。俺の知らない学者も他にもい

ると思うんだ。 

 

3-33.謝罪：個人の想いと組織の思惑 

木村：旭川の遺骨返還 64の時に、「みんなで頭

下げましょう」って言ってた学者とかさ。あ

れが本当だと思う。なぜ、やってきた事実

に対して、素直に頭を下げれないのかなっ

て思いながら。可哀想だなって思いながら

ね。大学イコール国でしょ？国から押さえ

つけられてるわけだから。 

成田：え？大学イコール国でいいんですか？ 

川本：いや、大学は文科省の管轄で、以前より

も文科省の指示の下に動くっていうのは、

当然強くて。アイヌ政策はいち大学だけの

問題ではないので、当然そういった色んな

インプットがあるだろうなと。いや、直接なく

ても、大学は国の方向を向いて動く風に、

今はもうなっているので、勝手に忖度して

るのかもしれないけど、そういう構造的関係

がある。 

は地方局 TV の特集として放映された。 
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木村：大学が謝罪するってことは、文科省だっ

てそれに沿って行きたいわけだから。ちゅ

うことは国が謝罪するっちゅうことになるわ

けだからね。んー、どっかでブレーキはか

けなきゃなんないでしょ。俺が国の立場だ

ったら、そうするなって思うね。だから、ブレ

ーキかけられないように、持って行かなきゃ

なんない。だから、学内に大勢の支持者が

必要だよね。・・・で、学長が謝罪する。とい

う、こんな当たり前のことに。そう分かってく

れ人がいるから、100人も。もっと増えてくる

だろうから。川本さんも名を連ねるわけだ

から（笑） 

一同：（笑） 

木村：その影響でまだまだ、増えるわけだ（笑） 

川本：本当にそうですね。この問題にもっと関

心持ってほしいなって、思っていたので。2

年前に考古学の先生からお話しをしてもら

ったりとかしたんですね。小さな会で。まず、

そこが第一歩かなと思っていて。その先生

も色んな立場の中で、授業で言えること、

言えないことってあって。少人数のミーティ

ングだったら言えることとか、凄いものが

色々あって。逆に言うと、そういうものを、学

生にも見て欲しいところはある。 

木村：ずっこける時あるけど、本当はいい人間

っているよね。一緒に台湾行った学者がい

るんだ。これ智恵の石なんだって（ネックレ

スの飾り石を見せてくれる）。知恵のなんと

かストーンっていう、台湾の石。で、「木村

さん、これ良いよ」っていうから。俺あんまり

頭いくないから、これ勧めてくれたのかなっ

て（笑）。 

成田：（笑）いいお友達ですよね。 

木村：だから、これをね、石を頼りに、あちこち

で発言したり、講演したりしてるんだ。パワ

ーストーンだ、おれの。俺にとっては。俺の

先入観で物事見てるし、入っちゃうから。

良い人だとか、とことんいい人だとか。 

成田：ほぼ、直観ですよね、そこね。 

木村：沢山言うことあったんだけどなぁ。 

川本：私も色々伺いたいと思いつつ。色々整理

できないというか。 

成田：結局、私も色々準備しようと思って、準備

しきれてないっていうのは、この問題自体

が根深くて一言で言えるもんじゃないって

いうのも、やっぱりあるんだと…。 

木村：いや、あのね。あんたには悪いけどもね。

根深いっていい訳に使われたら困るのよ。

ごく簡単な話だから、根深くしてるのは日

本人であり、学者であり、国であるわけだか

ら。何も、根深くねぁ、こんなのは。 

 

3-34.ウポポイ：博物館について 

成田：先生は何かありますか？ 

川本：そうですね…。取り留めもなく、色々ある

んですが。先ほどのお電話を聞いてしまっ

て申し訳ないところなんですけれども、ウポ

ポイは私も行って。ああいうものが出来た

のは一歩なのかなって思うんです。今を生

きているアイヌの人の姿も展示というか、紹

介するコーナーもあって、いわゆる伝統的

な、昔のアイヌだけじゃないアイヌ、今の人

もいるんだよっていうのを伝えていたのは、
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今までにない観点だったので、そこは面白

いなって思ったんです。けれど一方で、一

番重要なところ、過去「開拓」ということで、

何がなされたのかっていうところが、物凄く

あっさりしていて。いや、もうちょっとあるか

なって思っていたんですけれども。そこは

圧倒的に少なかったなと。ただの感想言っ

ちゃってるんですけども。あとは、貝澤さん

の『アイデンティティ』65っていう作品。チャ

ックを空けたらアイヌ紋様っていう。あれが

展示されてたのが凄く印象的で。ただ、あ

れがポンと置いてあると、それの意味とか、

分からないので勿体ない。 

成田：あれ、企画展の方ですよ。常設展じゃな

いんですよ。企画展、こういったらなんだけ

ど…、ちょっと、見せ方のレベル低かった

な。作品はすっごい良いのがあるんだけど。 

木村：部分的には、凄いなって。俺、アイヌ自

身でも凄いなって思う。 
 

特別展示室「私たちが受け継ぐ文化～アイヌ文化を未来へ

つなぐ～」で撮影可能として展示されていた貝澤ウトレントク

と孫の勉、ひ孫の徹と幸司の作品。2020 年 9 月 22 日筆者

撮影。 

 

 
65 貝澤徹（1958-）。平取町二風谷在住の工芸家。筆者

も参加した CoSTEP14 期ライティング・編集班でも取材

を行っており、成果記事では彫刻作品「アイデンティテ

大体、ウポポイはアプローチの部分から

間違ってるから。そして、ストーリー性がな

いしね。あー、こりゃこりゃ、シャモがやった、

あれだな。入った時から違和感だらけで入

ったもんだからね。 

成田：あ、でもアイヌの方も結構いらっしゃるら

しいですよね。 

木村：150 人中ね、30 人しかアイヌいないんだ

から。従業員だよ。そして、やっぱり 300 人

ぐらいが、その展示に関わってるわけだか

ら、その者たちに対しての尊敬がなさすぎ

るよね。尊敬を持って招待するってのがな

い。2 回ほどイベントやってるよね。学者だ

か、議員だとかの主だったメンバーを集め

て、なんかやったじゃない。あんなもんなん

か必要ないんだって。やっぱりあの展示に

関わった徹さんは、イギリス大英博物館に、

作品を提供するだけの、世界的彫刻だか

らさ。やっぱり徹さんを含めて、展示してく

れたアイヌ達を、もっと丁重に迎え入れるこ

とをまず考えていないこと自体が、終わっ

てるってことだ。その話聞いて、俺、頭にき

て向こうに行ったわけだから。馬鹿にしてる

よ。考えたことも、オリンピック、パラリンピッ

クを意識した海外向けのパフォーマンスに

過ぎないわけだから。ま、そっから始まって

るわけだから俺の怒りはさ。そっから、今度

はアイヌを無視した、呼ばない、招待しな

いってこともあってね。だから、そういった

先入観で見るから、余計アプローチの部分

だとかね。ストーリー性のないとこが強調さ

ィ」についても記している（小池 2019）。 
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れていくんだよね。だから、先入観って恐

ろしいもんだなって。 

川本：最初の、一番何が大事かというところを

ふまえていないということですね。最初の

立て付けが、ぐちゃぐちゃになってしまって

いる。一番尊重すべき人達を阻害してしま

っているという。 

木村：だから、アイヌが主体性をもってやれば、

あんなことはないわけだ。 

 

3-35.平取町立二風谷アイヌ文化博物館に
ついて 

川本：平取にも博物館 66がありますけれども、あ

の位置づけっていうのは、どういう感じなの

でしょうか？ アイヌの方が関わったりとか？ 

 
66 平取町立二風谷アイヌ文化博物館のこと

http://www.town.biratori.hokkaido.jp/biratori/nibutani/ 
（2021 年 1 月 21 日閲覧） 

67 チセとは、家のこと。アイヌの伝統的な家屋を指す。 

木村：関わってるし、常時アイヌの目が光ってる

から。だから、あのコタンにしたって実態感

があるじゃない？ 

川本：はい。私もウポポイ行くんだったら、平取

行く方が、チセ 67も本物っていうか、きちん

としてるし。収蔵品も平取の方がいいなっ

て。 

木村：ウポポイにも展示してる徹さん達や浦川

太八 68さんなんかは素晴らしいなって。魂

が入っているっちゅうか、血が通ってるなっ

ていうのが感じるんだよ。だから、あれはも

う、誰が見ても素晴らしいなって思うんだけ

ども。あそこ行ってみて、これはウポポイで

なくて嘘ポイだって。 

成田：それ、どっかに書いてますよね。 

木村：どこかに書いたよ。本当にね、なるほどな

って思いながらね。 

川本：平取の博物館とかは、地元に人たちが

見てるっていうことがあって、ああいういい

形に、納得できる形になっている。 

木村：アイヌの目が光ってるわけだから、変なこ

となんかできる訳がない。変なものを作れ

るわけがない。 

 

3-36.ウポポイのアプローチ部分 

川本：白老っていう場所に作ったっていうのが、

逆に言うと国が完全主導でしやすいかたち

に、もうなっているということですか。 

68 浦川太八。北海道アイヌ協会の優秀工芸師のひとり。

浦河町のホロベツ民芸を経営。https://www.ainu-
assn.or.jp/member/craftman.html（2021 年 1 月 21 日閲覧） 

二風谷アイヌ文化博物館（上）と隣接するコタン（下）。2018

年 9 月筆者撮影。 
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木村：まっとうなアイヌもいるんだけどな。 

成田：そこに関わっているアイヌの方は、少なく

てもいらっしゃる。 

木村：なんであんな風になったんだかなと思っ

てるよ、俺は。 

成田：私は見に行って、良かった部分と悪かっ

た部分と、それぞれあるなとは思いました。 

木村：俺、何回も言うけどね、アプローチの部

分だって、もっと実態感のある茅を利用す

るとかさ。俺の発想だら、そうするよ。リアル

感があって、いいと思うなぁ。あれじゃ、絵

にかいた餅だもん。 

成田：実際、絵にかいてるんですけどね。 

川本：コンクリ―トの。 

成田：そう、インパクトのある演出のコンクリート

の壁。ま、演出という意味では、いいかなと、

そういうもんかなとは思うけど。何を見せる

かっていう部分が、もっと大事かなとは。 

木村：今後のリピーターが増えるかどうかは、心

配だよね。軽い施設だねって、多くの声が

聞こえるからさ。だから、あそこに関わって

る 150 人の人たちがね、後々放り出されな

いように、なっていけばいいかなって思っ

てた。多くの箱モノは無視されることが多い

わけだから、今までにどれほどの箱モノが、

国で作ってるかって、閉館しているとこだっ

て沢山あるしな。そのうち、アイヌに押っ付

けられて終わってしまうんじゃないかなって。

そういうことも考えて全道に周遊コースを作

ってね。白老だけじゃなくてね。平取、静

内、浦河、襟裳だとか、ずーっと回れるもの

を企画してもらいたかったなぁ。館長に言

ったら、そういう方向でも考えてますっちゅ

ってるからさ。 

 

3-37.ウポポイでの遺骨問題取り上げ方 

木村：俺、ショックだったのは、1,000 体以上も

ある遺骨に対して、何故ここに遺骨が集約

されたかっていう歴史的経緯を明記しよう

としないわけ。文科省、国交省、内閣官房

の思惑がもう、見えてるからね。書けないだ

ろうな、あれ。文案作成中だって、あれ。く

っだらん！ 

成田：それ、もしかして慰霊施設のことろにあっ

た看板のこと？ あの青い紙がべたっと貼っ

てあって、何入れるつもりなのか分からな

い看板があって。そこに入れるか入れない

かっていう話ですか？ 

木村：平取は作ってるからね。しっかりと、だか

らその写真撮ってるから。これを例にしなさ

いって。でも、それは作る気はないな。今

後どうするのか。やっぱり閣議決定で研究

はしないさせないって言った手前。書けな

いんだべな、世界に向けても。来る人達が

さ、なんでこれがここにあるんだって、っち

ゅうこと説明しなきゃ分かんないじゃない。

盗掘したものを今集約してるんだって書け

ないんだろうしさ。 

成田：でも、博物館の方には慰霊施設のこと書

いてありましたよ。 

木村：え？そう？ 

成田：はい。私もないと思ってたんです。博物

館のキャプションをその場で全部は読めな

いので、とりあえず、それっぽいとこを写真
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に撮ってきて、チェックしてたら慰霊施設の

説明 69が書いてあったんです。 

国立アイヌ民族博物館の展示「e  私たちの歴史」の中に、「研

究者による人骨の収集と返還の道のり」と題してアイヌ遺骨収

集と慰霊施設への集約が掲示されている（中段左）。2022 年 9

月 22 日筆者撮影。 

 ただ、慰霊施設の方には何もない。駐車

場入り口の看板だけ。あれ、ちょっとガクッ

てするんですよね。中の看板のところに説

明が入れば 70まだ…。 

 

3-38.平取町のアイヌ遺骨のこと 

木村：平取に遺骨に関しては、慰霊ストーン、

それからプレート。それは、俺が責任を持

ってやってるもんだから、来て見てくれたら。

なかなか無いような良い体よく書いてある

んで。 

成田：それは是非。あ、それは今もう出てま

す？ 

木村：まだまだ、これから。今 4 大学と打ち合わ

 
69 パネルには「19 世紀後半から、アイヌ民族の起源を

めぐる研究が盛んになり、日本国内外の研究者などによ

って墓地から人骨がもちさられました。1980 年代以

降、大学や博物館で保管されている人骨の慰霊が行わ

れ、地域への返還が求められています。現在、その多く

が民族共生象徴空間の慰霊施設にて一時的に保管され、

慰霊が行われています」と解説されていた。その他展示

については成田・川本（2021, 5）も参照。 

せしていつ返還するか、新潟、札医大。こ

の札医大もふざけた話。10 体、平取から行

ってるんだけれども、持ってこいって、札医

大が搬送すればいいんだって言ったらね。

これ寄託されたものだから、自分達預かっ

てるだけだからね、平取教育委員会、行政

が取りにくればいいって、こういう。寄託っ

て、管理義務があるでしょ？ それをアイヌ

協会と札医大の合意の下で貸し出してる

わけだから。大学の言う話かこれ？ 

成田：札医大は、ホームページでも公式に謝

罪 71をしてますよね。 

木村：だから、つじつまが合わないんだ。言っ

てることとさ。あんたら、これ寄託されたって

ことはね。管理義務がないのかって言った

らね。それは、行政と教育委員会のって。

でも札医大の名の下でね、北海道アイヌ

協会と合意の下で貸し出してるわけだから。

そういった責任はどうなのって？はー、こ

れが教育関係にいる者たちの話かって、

思いながらね。ショックていうか、あほらしい

なって思いながら。大学なんてお粗末なも

んだな、これな。 

川本：そうですね。大学の中にいると、そのシス

テムってすごい役所的なんですね。で、事

務的な手続きっていうのが、物凄く硬直化

していて、融通が利かないんですね。完全

に制度が人を従わせているみたいな風に

70 インタビュー時はなかったが、2020 年 10 月 14 日から

「慰霊施設の由来」が掲示されている（アイヌ政策検討

市民会議 2021）。 
71 札幌医科大学は、「本学としてはこれらの事実を深刻

に受け止めて深く反省し、これらのことによりアイヌの

方々が受けてこられた苦痛と苦難に対し、お詫び申し上

げます」との声明を出した（札幌医科大学 2019）。 
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なっていて、ちょっとした工夫するとか、そ

れぞれの持っている時間とかを奪わないで

とか、そもそも根本的な筋としても、もっと

良い解決方法があるのに、何か杓子定規

な対応をするという。本当にそういうのが蔓

延している。逆に言うと、そういう仕事をす

ることによって、個々の職員さんの立場を

守っているんですよね。判断をする責任を

個人で取らせないという。その一端として、

そういう仕組みで自分を守って、問題に敢

えて直接向き合わないように、容易にしち

ゃってるんだろうなと。そういう都合の良い

鎧が大学には、がっちりとある。 

木村：その都合のいい鎧。いやぁ、恥ずかしい

話だよね。自分達のことじゃないんだって、

色んな部署があってそっちと話してくれっ

て。 

川本：先ほどの国交省だとか、文化庁だとか、

そういうことでたらいまわしにするってのと

一緒ですね。自分自身振りかえって言うと

大学の事務的システムがこうだからって言

って、教員の責任を切り離していくっていう

のも、多分同じ態度なんだなって。そういう、

大きなことを細切れにしていって、責任を

分散して大きなものを見ないっていう。凄

い狭いところでは一見正しいことをグルグ

ル回しているんですけれど、全体になった

時に明らかに変な方向になっていて、一番

大事なことから外れていく。 

 

3-39：先住民族アイヌとして活きる 

 
72 順益台湾原住民博物館によれば、現在 16 部族が認定

されている。http://www.museum.org.tw/symm_jp/08.htm 

木村：いやぁ、台湾に行って、あっこは原住民

族庁っちゅうのがあるんだよね。これ、アイ

ヌにも先住民族庁か、省かわかんないけど

も、できたら、みんな、国中が分かってくれ

るんでないかなって思いながら。夢みたい

な話だけどさ。だからね、北大辺りもね、何

回も台湾行ってるわけだからね。そう言っ

たことは国に提言するべきじゃないかなと

思いながらね。17種族 72いるのか？台湾。

みんな、活き活きとしてやってるわ。日本は

全然、先住民族アイヌは活き活きとしてな

い。アイヌ文化で食ってる人間たちは、活

き活きとしてるけどもさ。まぁ、全道に数万と

も言われるサイレント・アイヌ、そして、アイ

ヌ協会員でないアイヌ、まとめたら何万って

なるけどもね。やっぱり、その者たちが出

自を、アイヌの血だって言える環境になっ

てくれればいいなって、思ってるんだけど

もな。 

成田：例えば、「私、東北の出身なんです」って

言うような感覚で、普通に「アイヌなんです」

って、言えるような、別にそんな特別なこと

じゃないって、なった方がいいんじゃない

かなって、私は思います。 

木村：アイヌの日本人も意識改革しなきゃ駄目

だ。 

成田：そうですね。では、こんなところで、大分

時間を頂きまして…。今日は本当に長い

時間ありがとうございました。 

木村：いえいえ。多くのみなさんに伝わってくれ

ればいいけども。 

（2021 年 1 月 21 日閲覧） 
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4. 『一通の嘆願書』とは 

当インタビューで言及される『一通の嘆願

書』とは、2015年に木村氏の自宅ポストに送り

名無しで投函されていた文書を指す（右図）。

木村氏も自分の講演などで再配布するにあ

たり、「信頼できる筋」に事実確認を行ったら

しいが、その詳細は開示されなかった。本章

ではこの文書について調べた結果をまとめる。 

 

4-1. 経緯と文書の概要 
木村氏によれば、この『一通の嘆願書』は

旧土人学校跡地の碑の前でカンナカムイに

打たれたような経験をした後、2015 年秋頃に

届いたと言う。送り主に心当たりもなく、なぜ

自分の手元に届けられたのかもわからないが、

この『一通の嘆願書』から現在の活動が始ま

ったと木村氏は回顧していた。 

この『一通の嘆願書』は表紙に記載されて

いる通り、閉鎖されたヤフーブログ『シャクシャ

インのおひざもとのアイヌの美学』で公開され

ていたものの抜粋らしい。木村氏はブログ管

理者の kamu-eku 氏との面識はないとのこと。 

文書は、表紙含め 15 ページから構成され

ている（表 1）。Kamu-eku 氏の主張とともに、

1925 年（大正 14 年）にアイヌ民族から出され

たとする文書「お願」と、1912年（明治 45年）5

月に旧新冠御料牧場と当地のアイヌとの間で

締結されたという「借地契約抜粋」が「原文の

ママ」として引用されている。それ以降は、黒

岩四方之進 73や浅川義一 74などに対する

Kamu-eku 氏の考察が記載されている。 
 

73 黒岩四方之進（生没年不明）。東京開成学校普通科

から札幌農学校一期生となる。卒業後は学務局督学課

をへて、御料局にうつり新冠御料牧場で 20 数年勤

務。退官後は釧路で開墾事業に従事（山本 2017）。 

この「お願」と「借地契約抜粋」の部分を木

村氏の了承のもと本報告で掲載する。どちら

も一次資料の文献情報はなかったが、「お願」

については新冠町立郷土資料館の協力によ

り、原本とおもわれる文書の複写を複写したも

の（以下『御願』）を入手することができた。 

74 浅川義一（生没年不明）。1907 年（明治 40 年）か

ら新冠御料の貸地管理人となる。1916 年（大正 5 年）

の上貫気別への強制移住に関しては浅川・浅川

（1967）に記載がある。 

表 1 『一通の嘆願書』構成 

頁 タイトル・「引用」 引用部出典 

1 表紙 - 

2-3 一通の嘆願書／はじめに - 

4-5 
一通の嘆願書／1 

「お願 一～五」 葛野頓三

他（1925） 
6-7 

一通の嘆願書／2 

「お願 六～十」 

8-9 

一通の嘆願書／ethnic 

cleansing された四十九名とは誰 

「借地契約抜粋」 

高月元吉

他（1912） 

9-15 （Kamu-eku 氏の考察）  
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4-2. 「お願」について 

『御願』（新冠町立郷土資料館所蔵）は縦

罫線のある用紙に手書きされている。『一通

の嘆願書』で引用されている「お願」は横書き

であり、文中の括弧で現在の地名などが補記

されているが、それ以外は『御願』と一致した。 

本文書は葛野頓三他 49 名から新冠村村

長十倉十六美への請願書である。御料牧場

での不当な労働搾取や、その後上貫気別に

強制移住させられた経緯、当地での困窮の

状況をふまえ、姉去の土地拝借か、かつての

開墾代の支払いを訴えている。 
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4-3.「借地契約抜粋」について 

本文書は 1912 年（明治 45 年）5 月に旧新

冠御料牧場と居住していたアイヌ「高月元吉

さんを含む 74 名」との間に締結された借地契

約から抜粋したとされる。内容は、姉去から上

貫気別への強制移住に対して 3 年の延長を

請願するもので、その期限を越えて姉去に居

住する場合、家屋の焼き払いがあっても異存

はないとするものである。『一通の嘆願書』で

はこれをもとに「74戸のアイヌ民族が住んでい

た」とし、移住したのは「50 戸位」としている。 

しかし、引用されている人名は 77 名である

（代理人連名が 7 件あるため 70 戸とも解釈で

きる）。また、文字を読み取れなかったと思わ

れる部分は「？」となっており、他の字も誤っ

て書き起こされている可能性にも注意が必要

である。以下に 77 名を抜粋する。 

 

1912年「借地契約抜粋」記載の 77名 

高月元吉 芦澤長松 胡桑野板八 芦澤サ

キ 芦澤糖六 芦澤斧吉代わりに又太郎 芦

沢重太郎 芦沢新次 芦沢ハシリ 里平鍬四

郎 芦沢到代わりに里平鍬吉（桑吉？） 芦

沢乱足代わりに金一 芦沢イト 清水年六 

芦沢ハナ 清水小吉 清水四郎松 芦沢イサ 

芦沢八重苫 清水才六 小岸粟六 芦沢悦

田 芦沢母吉 清水米平代わりに新太郎 梨

元タネ 清水金太郎 清水大六 清水払吉 

梨本清五郎 葛野伊辺多久 渕瀬遠知通加 

梨本？吉 葛野殿作 渕瀬？之 渕瀬酒次 

梨本寸星 清？寅吉 清水政吉 渕瀬佐九

郎 清水瓜八 清水初太郎 小倉 均 清水

少吉 渕瀬三徳 清水伊？喜？加 渕瀬多

作代わりにイト 清水？八 就本蛯太郎 梨

本酒八 梨本クメ 渕瀬清吉 川越頼亀 川

越福太郎 梨本鍬七代わりに國吉 芦沢堅

次郎 渕瀬治平 芦沢勘太 芦沢鯉太語 芦

沢友太郎 芦沢籬？ 芦沢六助 芦沢小丹

籠 川越頼吉 清水才吉 元田國秋 里平栂

八 半沢三問代わりに喜一郎 清水新造 芦

沢板庵 半沢高造 
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「借地契約抜粋」について、筆者は原典に

あたることはできなかった。そこで他の資料か

ら、1916 年（大正 5 年）の新冠御料牧場姉去

から上貫気別への強制移住に関する情報を、

時系列に列記する。 

 

1871 年「稲田九郎兵衛邦植の引継書」
によるアイヌ居住者数 

去童 10 戸 46 人 8 戸 29 人 計 18 戸 75 人 

姉去 10戸 75人 8戸 31人 計 18戸 106人 

万揃外 8 戸 38 人 計 8 戸 38 人 

合計 44 戸 219 人 

（新冠町史編纂委員会 1966） 

 

1895年と 1916年の強制移住 

1895 年（明治 28 年）「御料牧場はアイヌを万

揃と姉去に移す」 75（新冠町史編纂委員会 

1966） 

1916年（大正 5年）3月 「新冠姉去部落の全

アイヌ人 80 戸、新冠牧場の都合で平取村上

貫気別に強制転住させられる」（北海道 1980） 

 

1916年に上貫気別に移住した方々 

山本（1985）によると、聞き取り調査、法務

局の土地台帳などより判明した移住者は以下

22 名（戸）。 

里平桑吉 里平次郎 芦沢小円龍* 芦沢春

太郎 渕瀬熊一 芦沢友三郎 清水新三* 

梨本正次郎 芦沢万吉 渕瀬かね 川越頼

亀* 川越福太郎* 川越喜太郎 清水梅吉 

芦沢六助* 胡桑野坂八* 芦沢高蔵 芦沢

由太郎 清水小吉* 里平金四郎 清水ヒロ 

清水快蔵 芦沢勇助 

「借地契約抜粋」にも記載されている人物と

明らかに同一と思われる 7 名にはアスタリスク

（*）をつけた。ただし既述したように、『一通の

嘆願書』で漢字の読み取り間違いある可能性

があり、その場合他にも数名同一と思われる

人物がいる。 

 

以上をそれぞれが正しいとしてまとめると、

1895年頃に新冠一帯のアイヌはまず姉去（お

よび万揃）に集約され、戸数が増えた。そして

1912 年頃に 70～80 戸が上貫気別に移住を

命じられるも、1912年に 70名が 3年の猶予を

請願。その後 1916 年に実際に 20～50 戸が

上貫気別へ移住させられた。そして 1925 年

に姉去への帰還の請願が 49 名の連名で新

冠村に提出された。 

新冠御料牧場とアイヌ民族の関係の詳細

については、巻末に付した「新冠御料牧場強

制移住一覧」を参照していただきたい。この

資料は新冠御料牧場（1896）、宮内省（1927）、

新冠町史編纂委員会（1966）、浅川・浅川

（1967）、平取町（1974）、北海道（1980）、山

本（1985）、新冠町史編纂委員会（1996）、平

取町史編集委員会（2003）を基にまとめたも

のである。 
 

 
75  『御願』にも、当地のアイヌは姉去、万揃、滑若の

三部落に住んでいたが、明治 25 年（1892 年）頃に御

料牧場の命により姉去に集約して居住させられたこと

が書かれている。 
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補足資料：　御料牧場強制移住関係一覧

西暦 和暦：元号 年 新冠御料牧場沿革誌　1896 宮内省新冠牧場要覧　1927 出来事　新冠町史　1966　/　年表より 新冠町史　1966　年表備考　/　＊本文より引用 浅川義一　1967：蟻の足跡 平取町史　1974 新北海道史　第9号　史料3　1980 山本融定　1985：日高国新冠御料牧場史 続　新冠町史　1996 平取町百年史　2003 西暦 和暦：元号

1872 明治 5 明治5年創始　～　明治26年　までの沿革誌
黒岩四方之進：場務 各牧馬は開拓使から離れ、野馬となって畑を荒らすようになった 1872 明治

1873 明治 6 新冠郡トキツトに厩舎木柵監守舎の建築に着手し成功
　→　日高国各郡に散在する野馬を集め2262（？）頭を移牧

浦川支庁主任官北垣国道は新冠牧場の整備に着手し、浦河牧場（安政5年設立）外日
高胆振の野馬2262頭を収容し、現在の朝日と、高江の境かい近くに事務所を置き木棚（木
柵の間違い？）を造り牧場とした。
（南部や外国から優秀馬を輸入して、漸次野馬の改良をはかった。初めは開拓使の所轄に属
していたが、其の後農商務省、宮内省とたびたび変更された。）

1873 明治

1874 明治 7 氏家文太郎 開拓使顧問ケプロンがトキツト（朝日の入り口）の牧場を視察し、前代未聞の好条件にあると
驚き、且つ種々の勧告をし、新冠駅逓所に宿泊する。

1874 明治

1875 明治 8 佐藤珍平 トツキトに種馬舎等が新築される 1875 明治
1876 明治 9 （明治天皇本道へ行幸） 旧土人のいれずみが禁止される 1876 明治

1877 明治 10 氏家　→　原田親重：事務監督
佐藤博、菅野嘉献、金子安蔵

牧場を新冠牧場と定めた 1877 明治

1878 明治 11 原田　→　岩根静一
付近の土人に畜犬を厳禁して牧馬の養殖を保護し始めて…

明治11年、12年にわたり積雪多くアイヌ鹿を大量にぼく殺した 1878 明治

1879 明治 12 4月染退川暴漲

オオカミの獲物であった鹿がいなくなり新冠牧場にオオカミの群れ現れ、仔馬多数食い荒らされた
ので、エドウィンダン遂にオオカミの絶滅をはかる。
　積雪多くアイヌ鹿をぼく殺したので、鹿は殆ど全滅の状態となった。鵡川地区だけでも7万５千
頭はころされた。

新冠牧場から横浜競馬に出場して新冠の名声をあげる

（補記：美々鹿肉缶詰製造所について　苫小牧市HPより）
「乱獲やまれにみる大雪と降雨によって10万頭に及ぶエゾシカが餓死し、生息数が激減します。
原料となるエゾシカを失った製造所は生産が困難となり、明治17(1884)年6月12日に廃止が
決定され、わずか6年ほどの歴史に幕を閉じました。」
「全道的にまれにみる大雪により、数10万といわれるエゾシカが餓死したほか、人里におりたところ
を殺され、製造は難しくなります。」

1879 明治

1880 明治 13 佐藤辰之助 1880 明治
1881 明治 14 飯田藤作　片岡利和（侍従）：巡察 明治天皇本道に巡幸され、侍従片岡利和を新冠牧場に派遣された 旧土人救済法が確立された 1881 明治
1882 明治 15 農商務省の直轄となる 開拓使廃止によって新冠牧場は、農商務省の所轄となった 開拓使が廃止され函館、札幌、根室の三県が設置され、新冠は札幌県下に属した 1882 明治
1883 明治 16 小野田卓彌 新冠牧場は宮内省の所轄に属して御料牧場と称し、サラブレット、アングロアラブ等をアメリカか 1883 明治
1884 明治 17 〇井戸：正義取締 新冠御料牧場は皇室附属の土地に指定された 1884 明治
1885 明治 18 原田　→　阿部哲三 新冠御料牧場火災のため洋種牡馬抔頭焼死し事業ざ折する 1885 明治

1886 明治 19

御料局の主管となる　→　新冠御料地
森源三：事務長　→　所長
渡邊　→　堀江武（農学校と兼務）
明治17年施行規則を廃す
（農地拾町歩を開拓す）

三県を廃止し、北海道庁が設置され岩村通俊初代長官となる 1886 明治

1887 明治 20 森　→　宮岡正吉：所長
堀江　→　小野田卓彌

1887 明治

1888 明治 21

黒岩四方之進、安部哲三、三浦精：技手
野田源兵衛：退職？
宮岡正吉（所長）：退職
＜第3期＞
香川敬三：主馬頭
藤波言忠：主場權頭
新山荘輔（五等技士）：場長
黒岩四方之進（三等技士）：場長代理心得

御料牧場は新冠川添い肥沃の土地を姉去に求め、旧土人70戸に180町歩を貸与してここ
に集め牧場の仕事に従事させた

1888 明治

1889 明治 22 ３月染退川大氾濫 勇払、沙流、新冠三群旧土人535戸に68町の土地を与えて農耕の指導をした 1889 明治

1890 明治 23

三浦　→　丹下謙吉（明治２４年就任）
９月新冠郡本場2600万坪、沙流新冠両郡に跨る1700万坪、静内郡碧藁村314万坪、合
計4632万647坪を牧地に編入
民有地29,006坪買入れ、其の居民を移住せしむ

1890 明治

1891 明治 24 藤波、新山荘輔、内藤助（陸軍大佐？）、飯田巽（陸軍大佐？）→　来場 1891 明治
1892 明治 25 藤波、新山荘輔、岩村（宮内大臣　御料局長）　→　来場 1892 明治
1893 明治 26 新冠御料牧場は経済的に独立維持経営の方針を取るようになった 1893 明治
1894 明治 27 新冠川はさけ、ますの保護区域に定められた 1894 明治

1895 明治 28 古川足優秀馬を軍馬に献納した
御料牧場はアイヌを万揃と姉去に移す

1895 明治

1896 明治 29 古川足が私費を投じて姉去に土人学校を設立した 比宇部落のアイヌは此の頃、元神部や葉朽に移転せしめた 1896 明治
1897 明治 30 （上記の土人学校）30年5月教師がいなくなって閉鎖した 新冠は浦川支庁に属することとなった 1897 明治
1898 明治 31 1898 明治
1899 明治 32 北海道旧土人保護法が公布され、強力に保護政策をとる 1899 明治

1900 明治 33 明治33年度以来平野東、西側を伐木開墾して耕作牧草地を造成し更に分場スネナイ、古
岸、去童、ウンネップ等の開墾を遂げ、丸山山手區姉去などの貸地を耕作に編入し、～

1900 明治

1901 明治 34

閑院宮載仁親王が牧場に来場した際に起きた事件である。8月22日、～（日高実業協會編
「西忠義翁徳行録」）とあるように、この地方は我々の祖先が開墾してきた地であるのに取り上
げられてしまい、そのために苦渋を極めているで変換してほしい旨をはっきりと陳情し、その結果失
言事件として問題になったことである
　　注１）狩野義美　2016：北海道大学アイヌ・先住民金研究センター　ブックレット第6号
記載あり

1901 明治

1902 明治 35 姉去土人学校創立認可される 1902 明治
1903 明治 36 御料牧場は旧牧場と称した新冠地区を分場と呼ぶこととした 1903 明治
1904 明治 37 1904 明治
1905 明治 38 1905 明治
1906 明治 39 1906 明治

1907 明治 40 御料牧場本場からアクマップの新冠川まで、4,000間車馬の道路が開かれた
浅川義一新冠御料牧場姉去貸地管理人として静内川姉去に入地する

竹田延三、古川足の2大牧場が新冠を代表して存在する
＊浅川義一　管理人となる

1907 明治

1908 明治 41 御料牧場本場に貴賓室として竜雲閣が築造された 1908 明治
1909 明治 42 1909 明治
1910 明治 43 1910 明治

1911 明治 44 大正天皇皇太子時代に御料牧場に行啓
貫別本村から貫気別川上流へ三里余りの地にある字上貫気別地区（現旭）は、新冠御
料牧場内のアイヌ住民をこの地に移住させるべく大正元年（1912）に区画割を行った地
域である。

1911 明治

1912 大正 1 1912 大正
1913 大正 2 1913 大正
1914 大正 3 第1次世界大戦が初まり、8月22日独逸に宣戦を布告する 1914 大正

1915 大正 4
大正4年4月から移住を開始したものの、森林の伐木及び新墾の苦労が大きいため旧居住
地付近に戻るものが多く、現在はアイヌ住民17戸、和人20戸で、予定された移転や開墾が
なされなかったことは如何であるとある。

1915 大正

1916 大正 5 姉去旧土人70戸上貫気別に強制移転される
姉去土人学校廃止せられた ＊全土人は平取町上貫気別に転住するのやむなきに至った 3.－（日付不明）　新冠村姉去部落の全アイヌ人80戸、新冠牧場の都合で平取村上貫

気別に強制移住させられる。1498
1916 大正

1917 大正 6 日高実業協会が、ついに渋谷主馬頭にたいして御料牧場用地の一部を開放するよう請願した 1917 大正

1918 大正 7 1918 大正
1919 大正 8 大戦終り豆類暴落して農家経営苦しくなる 1919 大正
1920 大正 9 1920 大正
1921 大正 10 1921 大正
1922 大正 11 宮内省新冠牧場と改称した 1922 大正

1923 大正 12 （十倉村長が）着任してきた最初の定例村会に『新冠村内の御料地解放陳情に関する件』
というのが提案された

1923 大正

1924 大正 13
10月20日、日高実業協会長堺頼吉らは、宮内大臣牧野伸顕に対して広大な牧場用地の内
「御常用ナラザル部分ノ御貸下ヲ請ヒ、産場ノ改善ヲ中心トスル農牧場ヲ組織」し、大いに開墾
耕作の行を興したい旨の陳情書を提出した

1924 大正

1925 大正 14 2月26日、日高管内各町村長より宮内大臣牧野伸顕に対し、「宮内省新冠牧場解放請求
書」が提出された

P316：14年2月にもアイヌ側から牧場解放に関する請願が十倉新冠村長に提出　＊出
典明記なし、内容記載なし
P297：2月26日には十倉十六美村長が新冠村定例村議会に第12号議案「宮内省新冠
牧場解放請願ノ件」（「新冠御料牧場関係書類」北海道立文書館所蔵）を提出した　＊詳
細掲載あり

1925 大正

1926 大正 15 1926 大正
1926 昭和 1 1926 昭和

1927 昭和 2 御料牧場に関する記載は、「御料牧場沿革誌1896」を出典としていると思われる ＊本文には、アイヌからの陳情、嘆願等の記述なし

（第2章　遺跡
31　二風谷アイヌ墓地（遺跡番号27）
二風谷小学校横に位置する。第二次世界大戦敗戦数年後、故北海道大学医学部教授児
玉作左衛門博士が、ここよりアイヌ人骨を掘り出して持ち去った。なお、その発掘の労が、この付
近の人々に求められ、祖先の墓を掘ることになった人々は、割り切れぬ思いで作業に当たったとい
う。）

　＊　御料牧場関係でのアイヌからの陳情、嘆願等の記載なし 1927 昭和


